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一　

は
じ
め
に

　

非
上
場
会
社
は
、
非
公
開
会（
1
）社で
あ
る
場
合
と
公
開
会
社
（
会
社
法
二
条
五
号
）
で
あ
る
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
会
社
法
上
、

非
公
開
会
社
が
、
第
三
者
割
当
に
よ
り
募
集
株
式
の
発
行
又
は
自
己
株
式
の
処
分
（
以
下
、「
募
集
株
式
の
発
行
等
」
と
い
う
。）
を
す
る
場

合
に
は
、
原
則
と
し
て
、
株
主
総
会
の
特
別
決
議
が
必
要
と
な
る
（
会
社
法
一
九
九
条
一
項
、
二
項
、
三
〇
九
条
二
項
五
号
）。
さ
ら
に
、
有
利

発
行
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
取
締
役
は
株
主
総
会
で
有
利
発
行
を
必
要
と
す
る
理
由
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
法
一
九
九
条

三
項
）。
そ
の
た
め
、
非
公
開
会
社
で
あ
る
非
上
場
会
社
で
は
、
有
利
発
行
に
該
当
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
有
利
発
行
を
必
要
と
す
る

理
由
の
説
明
が
な
さ
れ
な
い
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
有
利
発
行
と
は
、
公
正
な
払
込
金
額
に
比
し
て
引
受
人
に
と
っ
て
有
利
性
が

明
ら
か
な
場
合
を
い（
2
）う。

　

こ
れ
に
対
し
、
公
開
会
社
で
は
取
締
役
会
決
議
に
よ
り
第
三
者
割
当
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
有
利
発
行
に
該
当
す
る
場
合
に
限
り
、

株
主
総
会
の
特
別
決
議
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
会
社
法
二
〇
一
条
一
項
）。
そ
し
て
、
非
公
開
会
社
と
同
様
に
、
取
締
役
は
株
主
総

会
で
有
利
発
行
を
必
要
と
す
る
理
由
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
公
開
会
社
で
あ
る
非
上
場
会
社
で
は
、
有
利
発
行
に

該
当
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
取
締
役
会
決
議
の
み
で
募
集
株
式
の
発
行
等
が
行
わ
れ
る
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
有
利
発
行
に
該
当
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
手
続
き
が
行
わ
れ
な
い
場
合
が
あ
る
た
め
、
会
社
法
上
、
第
三

者
割
当
が
行
わ
れ
る
前
の
株
主
に
対
す
る
救
済
手
段
と
し
て
、
募
集
株
式
の
発
行
等
を
や
め
る
こ
と
を
請
求
で
き
る
制
度
（
以
下
、「
差
止

請
求
」
と
い
う
。）
が
用
意
さ
れ
て
い
る
（
会
社
法
二
一
〇
条
）。
そ
し
て
、
第
三
者
割
当
が
行
わ
れ
た
後
の
株
主
に
対
す
る
救
済
手
段
と
し

て
、
募
集
株
式
の
発
行
等
の
無
効
の
訴
え
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
当
該
訴
訟
の
提
起
が
、
募
集
株
式
の
発
行
等
の
効
力
が
生
じ

た
日
か
ら
六
か
月
以
内
（
非
公
開
会
社
に
あ
っ
て
は
、
一
年
以
内
）
に
限
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
（
同
法
八
二
八
条
一
項
二
号
、
三
号
）、
有
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利
発
行
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
募
集
株
式
の
発
行
等
の
無
効
の
訴
え
が
認
め
ら
れ
な
い
可
能
性
が
あ（
3
）る。
そ
の
た
め
、
取
締
役
の
損

害
賠
償
責
任
（
同
法
四
二
三
条
一
項
、
四
二
九
条
一
項
）、
通
謀
引
受
人
の
責
任
（
同
法
二
一
二
条
一
項
一
号
）
が
そ
れ
ぞ
れ
争
わ
れ
た
事
案
も

存
在
す
る
。

　

そ
し
て
、
上
場
株
式
に
は
市
場
価
格
が
あ
る
も
の
の
、
非
上
場
株
式
に
は
市
場
価
格
が
な
い
こ
と
か
ら
、
公
正
な
払
込
金
額
を
ど
の
よ

う
に
算
定
す
る
の
か
と
い
う
点
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
未
だ
体
系
的
に
整
理
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

　

そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
、
非
上
場
会
社
の
募
集
株
式
の
発
行
等
に
お
い
て
、
有
利
発
行
の
判
断
基
準
で
あ
る
公
正
な
払
込
金
額
に
つ
い

て
検
討
を
行
う
も
の
と
す
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
、
募
集
株
式
の
発
行
等
を
行
っ
た
会
社
を
「
発
行
会
社
」
と
表
記
す
る
こ
と
と
す
る
。

二　

支
配
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
と
少
数
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値

　

非
上
場
会
社
の
募
集
株
式
の
発
行
等
に
お
け
る
公
正
な
払
込
金
額
を
検
討
す
る
場
合
に
は
、
上
場
株
式
と
異
な
り
、
市
場
価
格
が
存
在

し
な
い
こ
と
か
ら
、
株
式
価
値
を
合
理
的
に
算
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
日
本
公
認
会
計
士
協
会
が
公
表
し
た
『
企
業
価
値

評
価
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
改
訂
版
）』
で
は
、
非
上
場
株
式
の
評
価
方
法
を
、
①
イ
ン
カ
ム
・
ア
プ
ロ
ー
チ
、
②
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
ア
プ
ロ
ー

チ
、
③
ネ
ッ
ト
ア
セ
ッ
ト
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
三
つ
に
分
類
し
て
お（
4
）り、
必
ず
し
も
統
一
さ
れ
た
手
法
は
存
在
し
な
い
。

　

そ
し
て
、
非
上
場
株
式
の
評
価
を
行
う
場
合
に
は
、
支
配
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
と
少
数
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
の
い
ず
れ

を
採
用
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
例
え
ば
、
配
当
還
元
法
は
、
配
当
期
待
権
の
み
を
有
す
る
少
数
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
を

算
定
す
る
た
め
の
手
法
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い（
5
）る。
こ
れ
に
対
し
、
支
配
株
主
は
、
会
社
の
経
営
を
支
配
す
る
こ
と
に
よ
り
、
利
益
を
最

大
限
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
少
数
株
主
よ
り
も
高
い
価
値
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ（
6
）る。

こ
の
よ
う
に
、
支
配
株
主
に
と
っ
て

の
株
式
価
値
と
少
数
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
の
違
い
は
、
会
社
に
対
す
る
支
配
の
有
無
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。
そ
の
た
め
、
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本
稿
で
は
、
議
決
権
の
過
半
数
を
有
す
る
場
合
そ
の
他
財
務
及
び
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
し
て
い
る
場
合
（
会
社
法
二
条
三
号
、
会
社

法
施
行
規
則
三
条
一
項
、
連
結
財
務
諸
表
に
関
す
る
会
計
基
準
七
項
）
の
よ
う
に
、
会
社
全
体
の
フ
リ
ー
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
を
支
配
す
る

こ
と
が
で
き
る
株
主
を
支
配
株
主
と
す（
7
）る。
次
に
、
連
結
財
務
諸
表
上
、
持
分
法
適
用
会
社
に
な
る
場
合
（
持
分
法
に
関
す
る
会
計
基
準
五

項
）
の
よ
う
に
、
一
定
の
議
決
権
を
有
す
る
こ
と
に
よ
り
、
財
務
及
び
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で

き
る
株
主
を
準
支
配
株
主
と
す（
8
）る。

そ
し
て
、
会
社
の
経
営
に
何
ら
影
響
を
与
え
ず
配
当
期
待
権
し
か
有
さ
な
い
株
主
を
少
数
株
主
と
す

る（
9
）。

　

さ
ら
に
、
募
集
株
式
の
発
行
等
に
お
け
る
公
正
な
払
込
金
額
の
算
定
に
お
い
て
、
支
配
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
と
少
数
株
主
に

と
っ
て
の
株
式
価
値
の
い
ず
れ
を
採
用
す
べ
き
か
を
、
第
三
者
割
当
後
に
引
受
人
が
支
配
株
主
に
な
る
か
否
か
に
よ
り
決
定
す
る
の
か
、

第
三
者
割
当
前
に
既
存
株
主
が
支
配
株
主
で
あ
っ
た
か
否
か
に
よ
り
決
定
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
述

四
㈠
の
よ
う
に
、
有
利
発
行
が
行
わ
れ
た
場
合
に
、
損
害
が
生
じ
る
の
は
発
行
会
社
で
あ
る
と
考
え
る
の
か
、
既
存
株
主
で
あ
る
と
考
え

る
の
か
に
よ
り
決
定
す
べ
き
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
稿
で
は
、
非
上
場
会
社
の
募
集
株
式
の
発
行
等
に
お
け
る
公
正
な
払
込
金
額
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

三　

従
来
の
裁
判
例

　

非
上
場
株
式
の
公
正
な
払
込
金
額
を
ど
の
よ
う
に
算
定
す
る
の
か
は
、
未
だ
体
系
的
に
整
理
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
こ
れ
に
対

し
、
公
正
な
払
込
金
額
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
、
上
場
会
社
を
想
定
し
た
も
の
が
多
く
、
か
つ
、
市
場
価
格
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、

論
点
が
単
純
に
な
り
や
す
い
た
め
、
非
上
場
会
社
の
公
正
な
払
込
金
額
を
検
討
す
る
際
に
参
考
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
本

稿
で
は
、
非
上
場
会
社
の
裁
判
例
の
み
な
ら
ず
、
上
場
会
社
の
裁
判
例
に
つ
い
て
も
触
れ
る
こ
と
と
す
る
。
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ま
ず
、
上
場
株
式
に
対
し
て
は
、
株
式
を
消
化
し
資
金
調
達
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
の
見
地
か
ら
は
、
多
少
は
引
き
下
げ
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
と
い
う
判
）
10
（

例
が
あ
り
、
非
上
場
株
式
に
対
し
て
も
同
様
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
の
検
討
が
必
要
に
な
る
。

　

そ
し
て
、
上
場
株
式
に
対
し
て
は
、
第
三
者
割
当
の
決
定
直
前
に
市
場
価
格
が
高
騰
し
た
場
合
に
、
こ
れ
を
公
正
な
払
込
金
額
の
算
定

で
排
除
す
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
論
点
が
あ
）
11
（
り
、
後
述
七
㈡
の
よ
う
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
争
わ
れ
た
裁
判
例
も
あ
る
。
非
上
場
株
式
に

は
市
場
価
格
が
存
在
し
な
い
も
の
の
、
代
表
取
締
役
へ
の
就
任
に
よ
る
役
員
報
酬
や
私
的
便
益
の
期
待
に
よ
り
、
実
際
の
株
式
価
値
よ
り

も
高
い
価
格
で
株
式
の
買
集
め
が
行
わ
れ
る
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
引
受
人
と
発
行
会
社
と
の
間
に
シ
ナ
ジ
ー
が
あ
る
場
合
に
は
、

第
三
者
割
当
の
結
果
と
し
て
一
株
当
た
り
の
株
式
価
値
が
増
加
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
議
論
を
ど
の
よ
う
に

取
り
扱
う
か
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
前
述
二
の
よ
う
に
、
非
上
場
株
式
の
評
価
を
行
う
場
合
に
は
、
支
配
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
と
少
数
株
主
に
と
っ
て
の

株
式
価
値
の
い
ず
れ
に
よ
り
評
価
す
べ
き
か
が
問
題
と
な
る
。
類
似
の
問
題
と
し
て
、
譲
渡
制
限
株
式
の
譲
渡
に
対
す
る
売
買
価
格
の
決

定
の
申
立
て
（
会
社
法
一
四
四
条
二
項
）
が
あ
り
、
最
近
の
傾
向
と
し
て
、
経
営
権
の
移
動
に
準
じ
て
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
か
に
よ
り

評
価
方
法
が
分
か
れ
て
い
）
12
（
る
。
具
体
的
に
は
、
経
営
権
の
移
動
に
準
じ
て
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
、
支
配
株
主
に
と
っ
て
の

株
式
価
値
に
よ
り
評
価
が
行
わ
れ
て
い
）
13
（

る
。
こ
れ
に
対
し
、
経
営
権
の
移
動
に
準
じ
て
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
、
買

主
と
売
主
の
双
方
が
少
数
株
主
で
あ
る
と
き
は
、
少
数
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
に
よ
り
評
価
が
行
わ
）
14
（
れ
、
買
い
主
が
支
配
株
主
で
あ

り
、
売
主
が
少
数
株
主
で
あ
る
と
き
は
、
支
配
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
と
少
数
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
の
折
衷
に
よ
り
評
価
が

行
わ
れ
て
い
）
15
（

る
。

　

そ
し
て
、
非
上
場
会
社
の
有
利
発
行
に
対
す
る
裁
判
例
で
は
、
引
受
人
が
経
営
参
加
を
意
図
し
て
い
る
か
否
か
に
よ
り
評
価
方
法
が
分

か
れ
て
い
）
16
（

る
。
具
体
的
に
は
、
引
受
人
が
経
営
参
加
を
意
図
し
て
い
る
場
合
に
は
支
配
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
に
よ
り
評
価
が
行
わ

れ
）
17
（

、
一
般
投
資
家
の
立
場
で
あ
る
場
合
に
は
少
数
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
に
よ
り
評
価
が
行
わ
れ
て

）
19
）（
18
（
い
る
。
後
述
四
㈠
の
よ
う
に
、
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有
利
発
行
に
該
当
す
る
か
否
か
を
、
既
存
株
主
に
損
害
が
生
じ
て
い
る
か
否
か
に
よ
り
判
断
す
る
立
場
か
ら
は
、
既
存
株
主
が
支
配
株
主

で
あ
っ
た
場
合
に
は
支
配
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
に
よ
り
評
価
し
、
既
存
株
主
が
少
数
株
主
で
あ
っ
た
場
合
に
は
少
数
株
主
に
と
っ

て
の
株
式
価
値
に
よ
り
評
価
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

四　

損
害
の
認
定

㈠　

直
接
損
害
説
と
間
接
損
害
説

　

従
来
の
学
説
で
は
、
取
締
役
の
損
害
賠
償
責
任
を
追
及
す
る
場
合
に
お
い
て
、
有
利
発
行
に
よ
り
損
害
が
生
じ
る
の
は
、
発
行
会
社
と

す
る
考
え
）
20
（
方
（
以
下
、「
間
接
損
害
説
」
と
い
う
。）
と
既
存
株
主
と
す
る
考
え
）
21
（
方
（
以
下
、「
直
接
損
害
説
」
と
い
う
。）
が
あ
る
。
そ
の
場
合
に

適
用
す
べ
き
条
文
は
、
直
接
損
害
説
に
よ
れ
ば
、
発
行
会
社
に
損
害
が
生
じ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
会
社
法
四
二
九
条
の
み
と
な
り
、
同
法

四
二
三
条
を
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
間
接
損
害
説
を
採
用
し
た
場
合
に
は
、
同
法
四
二
三
条
を
適
用
す
る
こ
と
が

原
則
で
あ
る
が
、
間
接
的
と
は
い
え
、
既
存
株
主
に
も
損
害
が
生
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
法
四
二
九
条
を
適
用
す
る
こ
と
は
妨
げ
ら
れ

な
）
22
（

い
。
そ
し
て
、
直
接
損
害
説
に
よ
れ
ば
、
通
謀
引
受
人
の
責
任
は
、
既
存
株
主
と
引
受
人
と
の
不
公
平
を
是
正
し
、
既
存
株
主
の
損
失

塡
補
を
図
る
た
め
に
課
さ
れ
る
特
別
の
責
任
で
あ
る
と
整
理
さ
れ
）
23
（
る
。

　

ま
た
、
前
述
三
の
よ
う
に
、
公
正
な
払
込
金
額
に
つ
い
て
の
裁
判
例
で
は
、
第
三
者
割
当
後
に
、
引
受
人
が
支
配
株
主
に
な
る
の
か
、

少
数
株
主
の
ま
ま
で
あ
る
の
か
で
評
価
方
法
を
変
え
て
い
る
。
間
接
損
害
説
で
は
、
公
正
な
払
込
金
額
に
よ
り
同
じ
株
式
数
の
募
集
株
式

の
発
行
等
を
し
た
場
合
に
調
達
で
き
て
い
た
金
額
と
の
差
額
が
発
行
会
社
の
損
害
と
な
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
既
存
株
主
の
間
接
損
害

が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
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具
体
的
に
は
、
支
配
株
主
に
対
し
て
募
集
株
式
の
発
行
等
を
す
る
場
合
に
は
、
支
配
株
主
か
ら
す
る
と
、
支
配
株
主
に
と
っ
て
の
株
式

価
値
で
引
き
受
け
る
こ
と
に
経
済
合
理
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
発
行
会
社
は
支
配
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
で
資
金
調
達
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
少
数
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
を
払
込
金
額
と
し
た
場
合
に
は
、
支
配
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
と
の
差

額
が
損
害
と
し
て
発
行
会
社
に
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
少
数
株
主
に
対
し
て
募
集
株
式
の
発
行
等
を
す
る
場
合
に
は
、
少
数
株

主
か
ら
す
る
と
、
支
配
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
で
引
き
受
け
る
こ
と
に
経
済
合
理
性
が
な
く
、
少
数
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
で

な
い
と
引
き
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
少
数
株
主
と
発
行
会
社
と
の
間
の
交
渉
で
は
、
少
数
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値

を
払
込
金
額
と
す
る
こ
と
が
落
と
し
所
と
な
る
。
そ
の
結
果
、
少
数
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
を
払
込
金
額
と
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、

発
行
会
社
か
ら
す
る
と
、
当
該
少
数
株
主
か
ら
可
能
な
限
り
の
資
金
を
調
達
し
た
と
言
え
る
。
そ
の
た
め
、
前
述
三
の
よ
う
に
、
裁
判
例

の
傾
）
24
（

向
で
は
、
少
数
株
主
に
対
し
て
募
集
株
式
の
発
行
等
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
少
数
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
を
払
込
金
額
と
し

た
と
し
て
も
、
発
行
会
社
に
損
害
が
生
じ
た
と
は
考
え
て
い
な
い
。

　

こ
れ
に
対
し
、
直
接
損
害
説
で
は
、
公
正
な
払
込
金
額
に
満
た
な
い
価
額
で
第
三
者
割
当
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
既
存
株
主
が
保

有
す
る
株
式
価
値
が
下
落
し
た
こ
と
を
既
存
株
主
の
損
害
と
考
え
る
。
そ
の
た
め
、
第
三
者
割
当
前
に
、
既
存
株
主
が
支
配
株
主
で
あ
っ

た
の
か
、
少
数
株
主
で
あ
っ
た
の
か
に
よ
り
評
価
方
法
を
変
え
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
ず
、
既
存
株
主
が
支
配
株
主
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。
そ
の
際
に
、
Ｄ
Ｃ
Ｆ
法
に
よ
り
支
配
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価

値
を
算
定
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
Ｄ
Ｃ
Ｆ
法
は
、
支
配
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
を
算
定
す
る
た
め
の
評
価
方
法
と

し
て
最
も
理
論
的
な
評
価
方
法
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
）
25
（

る
。
そ
し
て
、
Ｄ
Ｃ
Ｆ
法
は
会
社
全
体
の
フ
リ
ー
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・

フ
ロ
ー
及
び
非
事
業
用
資
産
の
処
分
権
を
有
す
る
者
に
と
っ
て
の
価
値
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
支
配
株
主
に
と
っ
て
の

株
式
価
値
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
少
数
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
を
評
価
す
る
た
め
に
は
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
・
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
を
考

慮
す
る
必
要
が
あ
）
26
（
る
。
そ
の
た
め
、
Ｄ
Ｃ
Ｆ
法
に
よ
る
時
価
総
額
が
一
〇
〇
〇
円
で
あ
り
、
発
行
済
株
式
総
数
が
一
〇
〇
株
で
あ
る
場
合
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に
は
、
一
株
当
た
り
一
〇
円
が
支
配
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
二
〇
％
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
・
デ
ィ
ス

カ
ウ
ン
ト
を
行
い
、
少
数
株
主
に
対
し
て
一
株
当
た
り
八
円
で
三
〇
株
の
募
集
株
式
の
発
行
等
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
時
価
総
額
が
一
二

四
〇
円
と
な
り
、
一
株
当
た
り
の
支
配
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
が
約
九
・
五
円
に
下
落
す
る
こ
と
か
ら
、
既
存
の
支
配
株
主
に
損
害

が
生
じ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
少
数
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
を
配
当
期
待
権
し
か
有
し
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て

配
当
還
元
法
に
よ
り
評
価
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
内
部
留
保
が
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
Ｄ
Ｃ
Ｆ
法
に
よ
り
評
価
を
行
っ
た
支
配

株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
よ
り
も
安
く
評
価
さ
れ
て
し
ま
う
た
め
、
第
三
者
割
当
後
に
は
、
Ｄ
Ｃ
Ｆ
法
に
よ
り
評
価
を
行
っ
た
支
配
株

主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
は
引
き
下
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
直
接
損
害
説
を
採
用
し
た
場
合
に
お
い
て
、
既
存
株
主

に
支
配
株
主
が
存
在
す
る
と
き
は
、
支
配
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
を
公
正
な
払
込
金
額
と
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
既
存
の
支
配
株
主
に
対
し
て
少
数
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
で
募
集
株
式
の
発
行
等
を
行
っ
た
と
し
て
も
、
既
存
の

少
数
株
主
が
有
す
る
少
数
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
と
同
じ
払
込
金
額
で
あ
る
た
め
、
既
存
の
少
数
株
主
に
お
い
て
損
害
が
生
じ
て
い

な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
引
受
人
以
外
の
既
存
株
主
の
全
て
が
少
数
株
主
で
あ
る
場
合
に
は
、
少
数
株
主
に
と
っ
て
の

株
式
価
値
を
公
正
な
払
込
金
額
と
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
直
接
損
害
説
と
間
接
損
害
説
の
い
ず
れ
を
採
用
す
る
の
か
に
よ
り
、
支
配
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
と
少
数
株
主
に

と
っ
て
の
株
式
価
値
の
い
ず
れ
で
評
価
を
行
う
の
か
の
基
本
的
な
考
え
方
が
変
わ
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。

㈡　

従
来
の
学
説

　

か
つ
て
は
、
間
接
損
害
説
を
採
用
す
る
見
解
が
支
配
的
で
あ
り
、
明
示
的
に
直
接
損
害
説
が
主
張
さ
れ
始
め
た
の
は
最
近
の
こ
と
で
あ

る
）
27
（

。
間
接
損
害
説
に
対
し
、
直
接
損
害
説
で
は
発
行
会
社
に
損
害
が
生
じ
て
い
な
い
と
考
え
て
い
る
点
に
違
い
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
直
接

損
害
説
に
よ
れ
ば
、
既
存
株
主
が
保
有
し
て
い
る
株
式
に
は
損
害
が
生
じ
て
い
る
も
の
の
、
引
受
人
が
新
た
に
引
き
受
け
た
株
式
に
は
損
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害
が
生
じ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
全
て
の
株
式
に
間
接
損
害
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
通
常
の
株
主
代
表
訴
訟
に
よ
る
解
決
は

な
じ
ま
な
い
と
し
て
い
）
28
（

る
。

　

直
接
損
害
説
を
主
張
す
る
論
者
が
、
発
行
会
社
に
損
害
が
生
じ
て
い
な
い
と
考
え
る
理
由
は
、
募
集
株
式
の
発
行
等
が
資
金
調
達
の
た

め
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
発
行
会
社
が
想
定
し
て
い
た
必
要
資
金
は
実
際
に
払
い
込
み
が
行
わ
れ
た
金
額
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
有
利
発
行
が
行
わ
れ
た
と
し
て
も
、
必
要
資
金
は
調
達
で
き
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
）
29
（

る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
支
配
権
争
い

局
面
で
は
資
金
調
達
目
的
が
乏
し
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
説
明
は
成
り
立
た
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
が
あ
っ
）
30
（
た
。
し
か
し
、

支
配
権
争
い
局
面
に
お
け
る
有
利
発
行
の
う
ち
、
資
金
調
達
目
的
が
乏
し
い
場
合
に
は
、
そ
も
そ
も
募
集
株
式
の
発
行
等
を
す
べ
き
で
は

な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
公
正
な
払
込
金
額
で
同
数
の
株
式
を
発
行
す
べ
き
だ
っ
た
と
は
言
い
難
）
31
（
い
。
す
な
わ
ち
、
募
集
株
式
の
発
行
等
を

し
な
か
っ
た
場
合
と
の
比
較
に
よ
り
損
害
が
生
じ
た
か
否
か
を
認
定
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
支
配
権
争
い
局
面
に
お
け
る
有
利
発

行
で
は
、
募
集
株
式
の
発
行
等
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
比
べ
て
、
会
社
財
産
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
発
行
会
社
に
損
害
が
生
じ
て

い
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
）
32
（

い
。
こ
れ
に
対
し
、
有
利
発
行
に
よ
り
既
存
株
主
が
保
有
す
る
株
式
に
損
害
が
生
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

発
行
会
社
で
は
な
く
、
既
存
株
主
に
損
害
が
生
じ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
学
説
に
対
し
、
最
近
で
は
、
発
行
会
社
に
損
害
が
生
じ
た
と
も
、
既
存
株
主
に
損
害
が
生
じ
た
と
も
断
定
で
き
な
い
場
合
が

あ
る
と
い
っ
た
主
張
も
な
さ
れ
て
い
）
33
（
る
。
具
体
的
に
は
、
取
締
役
の
な
す
べ
き
行
為
に
つ
き
、
①
実
際
に
発
行
し
た
株
式
と
同
数
の
株
式

を
公
正
な
払
込
金
額
で
発
行
す
る
こ
と
と
、
②
実
際
に
調
達
し
た
資
金
と
同
額
の
資
金
を
公
正
な
払
込
金
額
で
調
達
す
る
こ
と
に
分
け
た

う
え
で
、
前
者
を
発
行
会
社
の
損
害
、
後
者
を
既
存
株
主
の
損
害
と
す
る
主
張
で
あ
）
34
（

る
。
し
か
し
、
募
集
株
式
の
発
行
等
が
資
金
調
達
の

た
め
に
行
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
実
際
に
発
行
し
た
株
式
と
同
数
の
株
式
を
公
正
な
払
込
金
額
で
発
行
す
る
こ
と
が
取
締
役
の
な
す
べ
き
行

為
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
）
35
（

い
。
さ
ら
に
、
現
行
会
社
法
に
お
い
て
は
、
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
制
度
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、

少
数
株
主
が
訴
訟
費
用
を
支
出
し
て
ま
で
直
接
請
求
を
行
う
動
機
が
乏
し
く
、
発
行
会
社
に
損
害
が
生
じ
た
と
す
る
構
成
に
は
、
少
数
株
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主
の
救
済
を
図
ろ
う
と
す
る
政
策
上
の
考
慮
が
強
く
働
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
）
36
（
る
。
し
か
し
、
立
法
論
で
は
な
く
、
解
釈
論
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
政
策
上
の
考
慮
に
よ
り
間
接
損
害
説
を
採
用
す
べ
き
と
解
す
べ
き
で
は
な
）
37
（

い
。
発
行
会
社
に
損
害
が
生
じ
て
い
な

い
の
で
あ
れ
ば
、
発
行
会
社
に
損
害
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
前
提
で
解
決
を
図
ろ
う
と
す
る
発
想
自
体
が
否
定
さ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ

る
）
38
（

。
そ
の
た
め
、
有
利
発
行
を
行
っ
た
と
し
て
も
必
要
な
資
金
は
調
達
で
き
て
い
る
こ
と
か
ら
、
発
行
会
社
に
損
害
が
生
じ
て
い
る
と
考

え
る
べ
き
で
は
な
く
、
直
接
損
害
説
を
採
用
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
非
上
場
株
式
の
評
価
を
行
う
場
合
に
は
、
支
配
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
と
少
数
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
の
い
ず
れ

で
評
価
を
行
う
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
そ
し
て
、
前
述
四
㈠
の
よ
う
に
、
直
接
損
害
説
と
間
接
損
害
説
の
い
ず
れ
を
採
用
す
る
の
か

に
よ
り
、
支
配
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
と
少
数
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
の
い
ず
れ
で
評
価
を
行
う
の
か
の
基
本
的
な
考
え
方
が

変
わ
る
。
従
来
は
、
こ
の
観
点
か
ら
の
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
、
非
上
場
株
式
の
評
価
と
い
う
観
点
か
ら
、
直
接
損

害
説
と
間
接
損
害
説
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

㈢　

私　

見

　

有
利
発
行
に
対
す
る
諸
規
制
は
、
公
正
な
払
込
金
額
よ
り
も
安
い
金
額
で
募
集
株
式
の
発
行
等
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
に
、
有
利
発

行
に
よ
り
既
存
株
主
に
生
じ
る
損
害
を
保
護
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
制
度
で
あ
）
39
（
る
。
そ
の
た
め
、
非
上
場
株
式
の
評
価
に
お
い
て
も
、

有
利
発
行
に
該
当
す
る
か
否
か
を
、
既
存
株
主
に
損
害
が
生
じ
る
か
否
か
に
よ
り
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
）
40
（

る
。

　

す
な
わ
ち
、
第
三
者
割
当
後
に
、
引
受
人
が
少
数
株
主
の
ま
ま
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
少
数
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
を
払
込
金

額
と
し
た
と
き
は
、
既
存
の
支
配
株
主
が
保
有
す
る
株
式
価
値
が
下
落
す
る
た
め
、
既
存
の
支
配
株
主
に
損
害
が
生
じ
る
。
こ
の
よ
う
な

場
合
に
お
い
て
、
従
来
の
裁
判
例
の
よ
う
に
、
少
数
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
を
公
正
な
払
込
金
額
と
し
て
し
ま
う
と
、
既
存
の
支
配

株
主
に
損
害
が
生
じ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
有
利
発
行
に
該
当
し
な
い
と
い
う
結
果
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
既
存
株
主
に
支
配
株
主
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が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
支
配
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
を
公
正
な
払
込
金
額
と
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
）
41
（
る
。
た
だ
し
、
既
存
株

主
に
、
支
配
株
主
だ
け
で
な
く
、
少
数
株
主
も
存
在
し
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
少
数
株
主
が
保
有
す
る
株
式
価
値
に
損
害
が
生
じ
て
い

な
い
た
め
、
第
三
者
に
対
す
る
取
締
役
の
責
任
（
会
社
法
四
二
九
条
一
項
）
を
追
及
で
き
る
既
存
株
主
は
支
配
株
主
の
み
と
い
う
こ
と
に
な

る
。

　

一
方
、
少
数
株
主
か
ら
す
る
と
、
支
配
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
で
募
集
株
式
等
を
引
き
受
け
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は
存
在
し
な
い
。

し
か
し
、
従
業
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
増
加
さ
せ
る
た
め
の
有
利
発
行
は
現
行
会
社
法
で
も
想
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
）
42
（
る
。
こ
の

場
合
に
も
、
少
数
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
に
よ
り
募
集
株
式
の
発
行
等
を
行
う
の
で
あ
れ
ば
、
有
利
発
行
の
手
続
き
に
従
え
ば
可
能

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
支
配
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
を
公
正
な
払
込
金
額
と
し
て
も
不
都
合
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
、
引
受
人
が
既
存
の
支
配
株
主
で
あ
る
場
合
に
は
、
少
数
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
で
第
三
者
割
当
が
行
わ
れ
た
と
し
て
も
、

原
則
と
し
て
、
既
存
の
少
数
株
主
に
損
害
は
生
じ
な
）
43
（
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
引
受
人
が
支
配
株
主
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
支

配
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
を
公
正
な
払
込
金
額
と
し
て
し
ま
う
と
、
既
存
の
少
数
株
主
に
損
害
が
生
じ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

損
害
の
生
じ
て
い
な
い
当
該
少
数
株
主
が
、
会
社
に
対
す
る
取
締
役
の
責
任
（
会
社
法
四
二
三
条
一
項
）
を
追
及
で
き
て
し
ま
う
。
し
か
し

な
が
ら
、
有
利
発
行
の
諸
規
制
は
、
既
存
株
主
に
生
じ
る
損
害
を
保
護
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
制
度
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
既
存
株
主

に
損
害
が
生
じ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
少
数
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
を
公
正
な
払
込
金
額
と
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、

既
存
株
主
に
準
支
配
株
主
が
存
在
し
て
い
る
場
合
に
は
、
財
務
及
び
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
か
ら
、
当
該
準
支
配
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
は
、
配
当
期
待
権
し
か
有
さ
な
い
少
数
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
と
は
異
な

る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
少
数
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
を
公
正
な
払
込
金
額
と
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
既
存
株
主
が
支
配
株
主
な
の
か
、
少
数
株
主
な
の
か
に
よ
り
評
価
方
法
を
変
え
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
非
上
場
株

式
の
評
価
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
直
接
損
害
説
を
採
用
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
）
44
（
る
。
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さ
ら
に
、
株
主
割
当
に
よ
り
募
集
株
式
の
発
行
等
を
行
う
場
合
に
は
、
公
正
な
払
込
金
額
に
比
し
て
有
利
性
が
明
ら
か
な
場
合
で
あ
っ

て
も
、
有
利
発
行
の
手
続
き
に
従
う
必
要
は
な
い
（
会
社
法
二
〇
二
条
五
項
）。
こ
れ
は
、
既
存
株
主
に
損
害
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
か

ら
で
あ
）
45
（
る
。
こ
れ
を
前
提
に
、
支
配
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
を
一
株
当
た
り
一
〇
円
と
し
、
少
数
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
を
一

株
当
た
り
八
円
と
し
た
場
合
に
、
一
株
当
た
り
九
円
で
株
主
割
当
を
行
う
事
案
を
想
定
す
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
少
数
株
主
か
ら

す
る
と
募
集
株
式
等
を
引
き
受
け
る
経
済
合
理
性
が
な
い
も
の
の
、
支
配
株
主
か
ら
す
る
と
募
集
株
式
等
を
引
き
受
け
る
経
済
合
理
性
が

あ
る
た
め
、
支
配
株
主
の
み
が
募
集
株
式
等
を
引
き
受
け
る
可
能
性
が
高
い
。
こ
れ
に
対
し
、
一
株
当
た
り
九
円
で
支
配
株
主
に
対
し
て

第
三
者
割
当
を
行
っ
た
場
合
は
、
少
数
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
を
超
え
る
金
額
が
払
込
金
額
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
少
数
株
主

か
ら
す
る
と
支
配
株
主
が
募
集
株
式
等
を
引
き
受
け
て
も
何
ら
損
害
が
生
じ
な
い
た
め
、
直
接
損
害
説
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
有
利
発
行
に

該
当
し
な
い
。
し
か
し
、
支
配
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
に
満
た
な
い
金
額
が
払
込
金
額
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
間
接
損
害
説
の

立
場
か
ら
は
発
行
会
社
に
損
害
が
生
じ
て
い
る
た
め
、
有
利
発
行
に
該
当
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
支
配
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
に
満

た
な
い
金
額
で
株
主
割
当
を
行
っ
た
場
合
と
、
同
金
額
で
支
配
株
主
に
対
し
て
第
三
者
割
当
を
行
っ
た
場
合
の
比
較
か
ら
も
、
直
接
損
害

説
を
採
用
し
た
う
え
で
、
有
利
発
行
に
該
当
す
る
か
否
か
を
既
存
株
主
に
損
害
が
生
じ
て
い
る
か
否
か
に
よ
り
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　

そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
、
直
接
損
害
説
に
基
づ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
と
す
）
46
（
る
。

五　

差
止
請
求

　

会
社
法
二
一
〇
条
に
定
め
る
差
止
請
求
を
行
う
た
め
に
は
、「
株
主
が
不
利
益
を
受
け
る
お
そ
れ
」
が
要
件
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た

め
、
既
存
株
主
が
個
別
具
体
的
に
損
害
を
受
け
る
場
合
の
み
が
該
当
し
、
発
行
会
社
に
損
害
が
生
じ
る
こ
と
で
間
接
的
に
株
主
が
被
る
不
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利
益
は
含
ま
れ
な
い
と
の
見
解
が
有
力
で
あ
）
47
（
り
、
直
接
損
害
説
に
近
い
考
え
方
が
採
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

非
上
場
会
社
に
お
い
て
、
少
数
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
で
募
集
株
式
の
発
行
等
を
行
っ
た
と
し
て
も
、
既
存
の
少
数
株
主
で
は
損

害
が
生
じ
な
い
た
め
、
こ
れ
ら
の
少
数
株
主
に
対
し
て
差
止
請
求
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
既
存
の
支
配
株
主
が
保
有

す
る
株
式
価
値
が
下
落
す
る
こ
と
か
ら
、
引
受
人
が
少
数
株
主
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
当
該
支
配
株
主
に
お
い
て
損
害
が
生
じ
る
。
そ
の

た
め
、
差
止
請
求
の
場
面
で
も
、
直
接
損
害
説
に
基
づ
い
て
「
株
主
が
不
利
益
を
受
け
る
お
そ
れ
」
が
あ
る
か
否
か
を
検
討
す
べ
き
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。六　

「
特
に
有
利
な
金
額
」
と
「
著
し
く
不
公
正
な
払
込
金
額
」

　

一
般
的
に
、
会
社
法
一
九
九
条
三
項
に
定
め
る
「
特
に
有
利
な
金
額
」
と
同
法
二
一
二
条
一
項
一
号
に
定
め
る
「
著
し
く
不
公
正
な
払

込
金
額
」
は
、
い
ず
れ
も
公
正
な
払
込
金
額
を
下
回
る
と
い
う
意
味
で
変
わ
ら
な
い
と
言
わ
れ
て
い
）
48
（

る
。
こ
れ
に
対
し
、
前
者
は
既
存
株

主
の
利
益
保
護
の
た
め
に
株
主
総
会
を
要
求
す
る
基
準
で
あ
り
、
後
者
は
既
存
株
主
か
ら
新
株
主
に
移
転
し
た
株
主
価
値
を
返
還
さ
せ
る

べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
基
準
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
実
質
的
に
既
存
株
主
の
利
益
を
害
し
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
「
著

し
く
不
公
正
な
払
込
金
額
」
に
該
当
し
な
い
と
す
る
余
地
は
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
あ
）
49
（

る
。
具
体
的
に
は
、
資
本
提
携
に
よ
る
株
式

価
値
の
増
加
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
株
式
価
値
の
増
加
が
有
利
発
行
に
よ
る
株
式
価
値
の
減
少
よ
り
も
大
き
い
と
き
は
、
既
存
株

主
の
利
益
は
害
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
主
張
で
あ
）
50
（

る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
シ
ナ
ジ
ー
に
よ
る
株
式
価
値
の
増
加
は
、
資
本
提
携
を
行
わ
な
く
て
も
、
単
な
る
業
務
提
携
で
も
そ
れ
な
り
に
生
じ

る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
資
本
提
携
に
よ
る
シ
ナ
ジ
ー
で
埋
め
合
わ
せ
る
こ
と
を
前
提
に
、
時
価
よ
り
も
安
い
金
額
で
第
三
者
割
当

を
行
っ
た
場
合
に
は
、
単
な
る
業
務
提
携
よ
り
も
既
存
株
主
に
と
っ
て
不
利
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
有
利
発
行
に
該
当
す
る
と
考
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え
ら
れ
）
51
（
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
実
質
的
に
も
既
存
株
主
の
利
益
を
害
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、「
著
し
く

不
公
正
な
払
込
金
額
」
に
も
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
）
52
（

る
。

　

そ
の
た
め
、「
特
に
有
利
な
金
額
」
も
「
著
し
く
不
公
正
な
払
込
金
額
」
も
同
一
の
解
釈
を
採
用
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

七　

公
正
な
払
込
金
額
の
算
定

㈠　

募
集
株
式
の
消
化
可
能
性

　

前
述
三
の
よ
う
に
、
上
場
会
社
の
裁
判
例
に
は
、
募
集
株
式
の
発
行
等
を
行
う
場
合
に
は
、
株
式
を
消
化
し
資
金
調
達
の
目
的
を
達
成

す
る
た
め
に
、
公
正
な
払
込
金
額
を
多
少
は
引
き
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
、
非
上
場
会
社
の
裁
判
例
で
も
、

募
集
株
式
の
消
化
可
能
性
を
考
慮
し
た
う
え
で
、
公
正
な
払
込
金
額
を
引
き
下
げ
た
も
の
が
あ
）
53
（

る
。
学
説
で
も
、
公
正
な
払
込
金
額
を
、

募
集
株
式
の
発
行
等
が
成
功
す
る
限
度
に
お
い
て
、
旧
株
主
に
と
っ
て
最
も
有
利
な
価
額
と
す
る
見
解
が
あ
）
54
（

る
。
そ
し
て
、
租
税
法
上
も
、

一
〇
％
程
度
の
引
下
げ
に
対
し
て
は
、
受
贈
益
と
し
て
課
税
し
な
い
旨
の
通
達
が
あ
る
（
法
人
税
基
本
通
達
二
‐
三
‐
七
、
所
得
税
基
本
通
達

二
三
〜
三
五
共
‐
７
）。

　

こ
の
よ
う
な
一
〇
％
と
い
う
水
準
に
は
理
論
的
な
根
拠
は
な
い
と
し
な
が
ら
も
、「
種
々
の
理
論
や
市
場
心
理
に
裏
付
け
ら
れ
た
業
界

の
実
務
に
お
け
る
経
験
、
実
績
を
織
り
込
ん
で
い
る
も
の
と
想
像
で
き
る
こ
と
か
ら
、
一
応
の
目
安
と
な
る
最
高
限
の
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト

率
と
し
て
、
実
務
上
、
裁
判
所
の
判
断
の
参
考
に
な
る
も
の
と
い
え
よ
う
。」
と
い
う
指
摘
も
あ
）
55
（
る
。
こ
れ
に
対
し
、
上
場
会
社
の
事
例

で
あ
る
が
、
平
成
一
三
年
か
ら
平
成
一
七
年
ま
で
に
行
わ
れ
た
第
三
者
割
当
増
資
の
発
行
価
額
に
つ
い
て
、
発
表
日
直
前
五
営
業
日
の
終

値
平
均
に
比
べ
て
、
平
均
値
四
・
九
％
、
中
央
値
七
・
三
％
程
度
の
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
が
行
わ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
有
利
発
行
の
手
続
き
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が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
実
証
研
究
が
存
在
す
）
56
（
る
。
さ
ら
に
、
公
募
で
は
、
ブ
ッ
ク
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
方
式
の
採
用
に
よ
り
、
大
幅

に
割
引
率
が
引
き
下
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
解
説
も
あ
）
57
（

る
。
そ
の
た
め
、
一
〇
％
と
い
う
水
準
は
最
大
値
に
過
ぎ
ず
、
上
場
株
式
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
一
〇
％
の
引
下
げ
を
画
一
的
に
認
め
る
べ
き
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
案
に
応
じ
て
、
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
率
を
変
え
る

べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
）
58
（
る
。

　

ま
た
、
非
上
場
会
社
で
は
、
既
存
の
支
配
株
主
が
存
在
す
る
場
合
に
お
い
て
、
少
数
株
主
に
第
三
者
割
当
を
行
う
と
き
に
、
募
集
株
式

の
消
化
可
能
性
を
考
慮
し
よ
う
と
す
る
と
、
少
数
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
ま
で
引
き
下
げ
ざ
る
を
得
な
い
。
第
三
者
割
当
前
に
既
存

株
主
が
支
配
株
主
で
あ
っ
た
か
否
か
に
よ
り
公
正
な
払
込
金
額
を
決
定
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
本
稿
の
立
場
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
募

集
株
式
の
消
化
可
能
性
を
理
由
と
し
た
公
正
な
払
込
金
額
の
引
下
げ
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
立
場
を
採
用
し
た
と
し
て
も
、
上
場
株
式
に
つ
い
て
は
、
市
場
価
格
が
日
々
変
動
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
最
終
的
な
払
込

み
の
期
間
ま
で
に
市
場
価
格
が
下
落
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
た
め
、
多
少
の
ア
ロ
ー
ワ
ン
ス
を
認
め
る
べ
き
場
合
は
考
え
ら
れ
）
59
（
る
。
し

か
し
、
非
上
場
株
式
に
は
、
そ
の
よ
う
な
事
情
が
認
め
ら
れ
な
い
た
め
、
ア
ロ
ー
ワ
ン
ス
を
認
め
る
必
要
性
は
乏
し
い
。

　

そ
の
た
め
、
非
上
場
会
社
の
第
三
者
割
当
に
お
い
て
、
募
集
株
式
の
消
化
可
能
性
を
理
由
と
し
た
引
下
げ
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と

考
え
ら
れ
る
。

㈡　

支
配
権
争
い
が
あ
る
場
合
の
第
三
者
割
当

　

前
述
三
の
よ
う
に
、
上
場
株
式
に
対
し
て
は
、
第
三
者
割
当
の
決
定
の
前
に
市
場
価
格
が
高
騰
し
た
場
合
に
、
こ
れ
を
公
正
な
払
込
金

額
の
算
定
で
排
除
す
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
論
点
が
あ
る
。
投
機
的
な
思
惑
に
よ
る
場
合
と
企
業
価
値
を
反
映
し
て
い
る
場
合
と
が
そ
れ

ぞ
れ
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

か
つ
て
の
上
場
会
社
の
裁
判
例
で
は
、
資
本
提
携
の
噂
や
株
式
の
買
集
め
を
原
因
と
す
る
市
場
価
格
の
高
騰
は
、
企
業
の
客
観
的
価
値
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を
反
映
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
公
正
な
払
込
金
額
の
算
定
か
ら
除
外
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
）
60
（
た
。
し
か
し
、
近
時
は
、

企
業
価
値
を
反
映
し
て
い
る
場
合
に
は
、
高
騰
し
た
市
場
価
格
を
基
礎
と
し
て
公
正
な
払
込
金
額
を
算
定
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
も
の
が

あ
）
61
（
る
。

　

非
上
場
会
社
に
は
、
そ
も
そ
も
市
場
価
格
が
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、
市
場
価
格
が
高
騰
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
し
か
し
、

非
上
場
会
社
に
お
い
て
も
、
買
集
め
の
と
き
の
取
引
価
格
が
企
業
価
値
を
反
映
し
た
も
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
言
い
換
え
る

と
、
当
該
取
引
価
格
を
用
い
た
取
引
事
例
法
を
採
用
す
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
議
論
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
支
配
権
争
い
が
行
わ
れ
て
い

る
際
の
第
三
者
割
当
で
は
、
発
行
会
社
か
ら
株
価
算
定
を
行
う
外
部
専
門
家
に
対
し
て
、
払
込
金
額
を
な
る
べ
く
低
く
抑
え
た
い
と
い
う

意
向
が
伝
え
ら
れ
る
可
能
性
が
否
定
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
買
集
め
の
と
き
の
取
引
価
格
の
方
が
企
業
価
値
を
反
映
し
て
い
る
場
合
が
考

え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
支
配
権
争
い
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
代
表
取
締
役
へ
の
就
任
に
よ
る
役
員
報
酬
に
対
す
る
期
待
や
社
用
車
な
ど

の
私
的
便
益
に
対
す
る
期
待
に
よ
り
、
企
業
価
値
を
反
映
し
た
取
引
価
格
に
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
り
得
る
。
例
え
ば
、
発
行
済
株
式
総
数

の
過
半
数
を
取
得
し
、
代
表
取
締
役
に
就
任
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
買
集
め
が
行
わ
れ
た
と
す
る
。
そ
の
場
合
に
、
時
価
総
額
が
一
〇

〇
〇
円
、
発
行
済
株
式
総
数
が
一
〇
〇
株
で
あ
っ
た
と
す
る
。
理
論
的
に
は
、
発
行
済
株
式
総
数
の
五
一
％
を
取
得
す
る
た
め
に
は
五
一

〇
円
の
支
払
い
で
済
む
は
ず
で
あ
る
が
、
役
員
報
酬
や
私
的
便
益
に
対
す
る
期
待
か
ら
、
七
〇
〇
円
で
買
い
集
め
る
場
合
も
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
買
集
め
が
行
わ
れ
て
い
る
と
き
に
、
発
行
会
社
が
第
三
者
割
当
に
よ
り
資
金
調
達
を
行
う
こ
と
も
あ
り

得
る
。

　

支
配
権
争
い
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
役
員
報
酬
や
私
的
便
益
は
、
支
配
権
プ
レ
ミ
ア
ム
の
ひ
と
つ
と
し
て
の
実
態

が
あ
る
か
も
し
れ
な
）
62
（

い
。
し
か
し
、
有
利
発
行
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
場
合
に
は
、
役
員
報
酬
を
発
行
会
社
に
対
す
る
役
務

の
対
価
と
し
て
必
要
な
経
）
63
（
費
、
私
的
便
益
を
発
行
会
社
の
事
業
活
動
に
お
い
て
必
要
な
経
費
と
し
た
う
え
で
、
支
配
権
プ
レ
ミ
ア
ム
の
算
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定
か
ら
は
除
外
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
役
員
報
酬
や
私
的
便
益
と
い
う
形
で
少
数
株
主
に
対
す
る
経
済
的
利
益
の

侵
害
を
行
う
こ
と
が
事
実
と
し
て
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
株
主
と
し
て
の
地
位
に
基
づ
い
て
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
利
益
で
あ

る
た
め
、
裁
判
目
的
の
株
式
評
価
で
は
許
容
す
べ
き
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
役
員
報
酬
や
私
的
便
益
へ
の
期
待
を
排
除
し

た
金
額
を
公
正
な
払
込
金
額
と
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
非
上
場
株
式
の
買
集
め
は
、
理
論
的
な
株
式
価
値
と
は
異
な
る
価
格
で
行
わ
れ
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
た
め
、
取
引
事

例
法
を
安
易
に
採
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
こ
の
よ
う
な
買
集
め
が
企
業
価
値
を
反
映
し
た
価
格
で
行
わ
れ
る
可
能
性

も
否
定
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
自
社
の
株
式
が
買
集
め
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
異
な
る
価
格
で
第
三
者
割
当
を
行
う
の
で
あ
れ

ば
、
よ
り
合
理
的
な
評
価
を
行
っ
た
こ
と
を
取
締
役
会
が
立
証
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
公
正
な
払
込
金
額
の
算
定

で
は
、
買
集
め
の
と
き
の
取
引
価
格
に
合
理
性
が
あ
る
の
か
否
か
、
発
行
会
社
が
算
定
し
た
株
式
価
値
と
買
集
め
の
と
き
の
取
引
価
格
の

い
ず
れ
が
合
理
性
が
高
い
と
言
え
る
の
か
と
い
う
点
を
議
論
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

㈢　

資
本
提
携
又
は
Ｍ
＆
Ａ
を
目
的
と
し
た
第
三
者
割
当

1
　
従
来
の
学
説

　

上
場
会
社
が
資
本
提
携
又
は
Ｍ
＆
Ａ
を
目
的
と
し
た
募
集
株
式
の
発
行
等
を
行
う
場
合
に
は
、
払
込
金
額
を
算
定
す
る
前
に
情
報
が
市

場
に
流
れ
る
こ
と
に
よ
り
市
場
価
格
が
高
騰
し
て
し
ま
う
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
前
述
七
㈡
の
よ
う
に
、
高
騰
し
た
後
の
市
場

価
格
を
基
礎
と
し
て
公
正
な
払
込
金
額
を
算
定
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
と
、
第
三
者
割
当
が
行
わ
れ
た
後
の
持
株
比
率
に
比
例
し
て

配
分
す
る
た
め
に
高
騰
す
る
前
の
市
場
価
格
を
基
礎
と
し
て
公
正
な
払
込
金
額
を
判
断
す
べ
き
と
す
る
見
解
が
あ
る
。

　

ま
ず
、
高
騰
し
た
後
の
市
場
価
格
を
基
礎
と
し
て
公
正
な
払
込
金
額
を
判
断
す
べ
き
と
す
る
見
解
で
は
、
市
場
価
格
の
高
騰
が
引
受
人

と
の
シ
ナ
ジ
ー
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ま
ず
は
既
存
株
主
に
帰
属
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
既
存
株
主
か
ら
切
り
離
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す
に
は
、
有
利
発
行
の
手
続
き
に
従
う
必
要
が
あ
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
）
64
（
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
高
騰
す
る
前
の
市
場
価
格
を
基
礎
と
し
て
公
正
な
払
込
金
額
を
判
断
す
べ
き
と
す
る
見
解
は
、
①
高
騰
す
る
前
の
市
場

価
格
を
基
礎
と
し
て
払
込
金
額
を
算
定
す
る
と
、
シ
ナ
ジ
ー
に
伴
う
株
式
価
値
の
増
加
が
第
三
者
割
当
後
の
持
分
割
合
に
応
じ
て
分
配
さ

れ
る
の
に
対
し
、
高
騰
し
た
後
の
株
式
価
値
を
基
礎
と
し
て
払
込
金
額
を
算
定
し
て
し
ま
う
と
、
既
存
株
主
に
対
し
て
よ
り
多
く
分
配
さ

れ
て
し
ま
う
こ
と
、
②
既
存
株
主
は
、
第
三
者
割
当
に
よ
り
一
定
の
割
合
で
シ
ナ
ジ
ー
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
既
存
株
主
に

損
害
が
生
じ
た
と
は
言
い
難
い
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
根
拠
と
し
て
い
）
65
（
る
。

　

非
上
場
会
社
に
は
市
場
価
格
が
存
在
し
な
い
も
の
の
、
資
本
提
携
又
は
Ｍ
＆
Ａ
に
よ
り
、
フ
リ
ー
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
が
増
加
し
、

そ
の
結
果
と
し
て
、
株
式
価
値
が
上
昇
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
そ
の
た
め
、
Ｄ
Ｃ
Ｆ
法
に
よ
り
株
式
価
値
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、

増
加
す
る
前
の
フ
リ
ー
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
に
基
づ
い
て
株
式
価
値
を
算
定
す
る
の
か
、
増
加
し
た
後
の
フ
リ
ー
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・

フ
ロ
ー
に
基
づ
い
て
株
式
価
値
を
算
定
す
る
の
か
と
い
う
点
は
問
題
と
な
る
。
な
お
、
ネ
ッ
ト
ア
セ
ッ
ト
・
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
フ
リ
ー
・

キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
を
考
慮
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
株
式
価
値
を
算
定
す
る
場
合
に
は
、
予

想
マ
ル
チ
ブ
ル
に
基
づ
い
て
算
定
す
れ
ば
、
フ
リ
ー
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
）
66
（
め
、
Ｄ
Ｃ
Ｆ
法
以
外
の
評

価
方
法
で
も
、
シ
ナ
ジ
ー
を
加
味
し
た
株
式
価
値
の
算
定
は
可
能
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
、
非
上
場
会
社
の
公
正
な
払
込
金
額
の
算
定
に
お
い
て
も
、
前
述
の
上
場
会
社
の
議
論
を
参
考
に
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

2
　
私
　
見

　

ま
ず
、
シ
ナ
ジ
ー
の
公
平
な
分
配
と
い
う
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
具
体
的
に
は
、
時
価
総
額
が
一
〇
〇
〇
円
、
発
行
済
株
式
総
数
が

一
〇
〇
株
で
あ
り
、
第
三
者
割
当
に
よ
り
五
〇
株
を
発
行
し
、
五
〇
〇
円
の
払
込
み
を
受
け
る
と
す
る
。
そ
の
結
果
、
シ
ナ
ジ
ー
が
三
〇

〇
発
生
し
、
時
価
総
額
が
一
八
〇
〇
に
増
加
し
た
と
仮
定
す
る
。
そ
の
場
合
、
既
存
株
主
が
保
有
す
る
株
式
価
値
は
一
二
〇
〇
と
な
り
、
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引
受
人
が
保
有
す
る
株
式
価
値
は
六
〇
〇
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
第
三
者
割
当
に
よ
り
発
生
し
た
シ
ナ
ジ
ー
は
、
持
分
割
合
に
応
じ
て

既
存
株
主
と
新
株
主
と
の
間
で
公
平
に
分
配
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

　

し
か
し
、
引
受
人
で
あ
る
会
社
と
発
行
会
社
と
の
業
務
提
携
が
前
提
と
な
る
た
め
、
第
三
者
割
当
に
よ
る
シ
ナ
ジ
ー
は
、
発
行
会
社
の

み
に
生
じ
る
も
の
で
は
な
く
、
引
受
人
に
も
生
じ
る
こ
と
が
あ
り
得
）
67
（
る
。
す
な
わ
ち
、
右
事
例
で
は
、
引
受
人
の
時
価
総
額
が
二
〇
〇
増

加
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
発
行
会
社
で
生
じ
た
シ
ナ
ジ
ー
の
う
ち
引
受
人
が
享
受
す
る
金
額
と
合
計
す
る
と
三
〇
〇
の
シ
ナ
ジ
ー
を
享

受
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
シ
ナ
ジ
ー
が
生
じ
る
前
の
株
式
価
値
に
よ
り
払
込
金
額
を
算
定
し
た
場
合
に
は
、
引
受
人
は
、
引
受

人
で
生
じ
る
シ
ナ
ジ
ー
と
発
行
会
社
で
生
じ
る
シ
ナ
ジ
ー
の
両
方
を
得
る
こ
と
に
な
り
、
発
行
会
社
の
既
存
株
主
よ
り
も
多
く
の
シ
ナ

ジ
ー
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
第
三
者
割
当
を
行
わ
な
い
単
な
る
業
務
提
携
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
業
務
提
携
の
相
手
先
は
当
該
相
手
先
で
生
じ
る
シ

ナ
ジ
ー
を
享
受
し
、
発
行
会
社
の
既
存
株
主
は
発
行
会
社
で
生
じ
る
シ
ナ
ジ
ー
を
享
受
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
資
本
提
携
又
は

Ｍ
＆
Ａ
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
同
様
に
、
発
行
会
社
の
既
存
株
主
が
発
行
会
社
で
生
じ
る
シ
ナ
ジ
ー
の
全
て
を
享
受
す
る
こ
と
を
原

則
と
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
発
行
会
社
で
生
じ
る
シ
ナ
ジ
ー
の
一
部
を
引
受
人
に
享
受
さ
せ
た
場
合
に
は
、
単
な

る
業
務
提
携
よ
り
も
既
存
株
主
に
と
っ
て
不
利
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
よ
う
な
払
込
金
額
で
募
集
株
式

の
発
行
等
を
行
う
場
合
に
は
、
有
利
発
行
の
手
続
き
に
従
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
増
加
し
た
後
の
フ
リ
ー
・

キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
に
基
づ
い
て
公
正
な
払
込
金
額
を
算
定
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
結
果
、
増
加
す
る
前
の
フ
リ
ー
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
に
基
づ
い
て
払
込
金
額
を
算
定
し
た
場
合
に
は
、
既
存
株
主
か
ら
す
れ

ば
、
第
三
者
割
当
に
よ
り
一
定
の
割
合
で
シ
ナ
ジ
ー
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
と
は
い
え
、
享
受
す
べ
き
シ
ナ
ジ
ー
の
う
ち
一
部
が
引
受
人

に
分
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
既
存
株
主
に
損
害
が
生
じ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
当
該
既
存
株
主
は
、
第
三
者
に

対
す
る
取
締
役
の
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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㈣　

非
流
動
性
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト

　

非
上
場
株
式
は
上
場
株
式
に
比
べ
て
流
動
性
が
低
く
、
売
買
成
立
の
困
難
性
や
追
加
的
な
取
引
コ
ス
ト
の
発
生
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の

た
め
、
イ
ン
カ
ム
・
ア
プ
ロ
ー
チ
や
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
株
式
価
値
を
算
定
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
一
定
割
合
の
デ
ィ

ス
カ
ウ
ン
ト
を
行
う
こ
と
が
多
く
、
こ
の
よ
う
な
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
を
非
流
動
性
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
と
い
）
68
（
う
。
も
し
、
非
流
動
性
デ
ィ
ス

カ
ウ
ン
ト
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
り
既
存
株
主
に
対
し
て
損
害
が
生
じ
る
の
で
あ
れ
ば
、
直
接
損
害
説
の
立
場
か
ら
は
、
公
正
な
払
込
金

額
の
算
定
に
お
い
て
、
非
流
動
性
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
を
考
慮
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
ず
、
少
数
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
に
よ
り
公
正
な
払
込
金
額
を
算
定
す
る
場
合
を
検
討
す
る
と
、
既
存
の
少
数
株
主
に
と
っ
て

は
、
投
下
し
た
資
本
を
回
収
す
る
た
め
に
は
、
株
式
を
譲
渡
す
る
か
、
剰
余
金
の
配
当
を
受
け
取
る
必
要
が
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
非

流
動
性
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
は
株
式
の
売
り
に
く
さ
を
前
提
と
し
た
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
で
あ
る
た
め
、
既
存
の
少
数
株
主
が
株
式
を
譲
渡
す

る
こ
と
に
よ
り
投
下
資
本
を
回
収
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
非
流
動
性
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
を
考
慮
し
た
金
額
で
譲
渡
す
る
可
能
性
が
高

い
。
さ
ら
に
、
配
当
還
元
法
を
採
用
す
る
場
合
に
は
、
非
流
動
性
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
が
資
本
還
元
率
の
算
定
で
考
慮
さ
れ
る
可
能
性
が
あ

り
得
る
。
流
動
性
の
乏
し
い
非
上
場
株
式
に
対
し
て
は
、
上
場
株
式
よ
り
も
高
い
要
求
収
益
率
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
流
動
性
の

欠
如
を
加
味
し
た
資
本
還
元
率
を
用
い
る
こ
と
に
特
段
の
問
題
は
な
い
と
考
え
ら
れ
）
69
（
る
。
そ
の
た
め
、
非
流
動
性
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
を
考

慮
し
て
払
込
金
額
を
算
定
し
た
と
し
て
も
、
既
存
の
少
数
株
主
に
お
い
て
何
ら
損
害
が
生
じ
て
い
な
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

次
に
、
支
配
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
に
よ
り
公
正
な
払
込
金
額
を
算
定
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
非
流
動
性
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
を

考
慮
し
て
い
る
裁
判
例
が
存
在
す
）
70
（
る
。
し
か
し
、
非
流
動
性
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
は
、
株
式
の
売
り
に
く
さ
を
前
提
と
し
た
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン

ト
で
あ
り
、
株
式
の
譲
渡
を
前
提
と
し
て
い
な
い
支
配
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
の
算
定
に
は
な
じ
ま
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
支
配
株
主
は
フ
リ
ー
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
を
支
配
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
募
集
株
式
の
発
行
等
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
、
非
流
動
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性
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
を
考
慮
す
る
前
の
フ
リ
ー
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

た
め
、
非
流
動
性
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
を
考
慮
し
て
払
込
金
額
を
算
定
し
た
場
合
に
は
、
既
存
の
支
配
株
主
に
お
い
て
、
非
流
動
性
デ
ィ
ス

カ
ウ
ン
ト
に
相
当
す
る
損
害
が
生
じ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
少
数
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
に
よ
り
公
正
な
払
込
金
額
を
算
定
す
る
場
合
に
は
、
非
流
動
性
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
を

考
慮
す
べ
き
で
あ
る
の
に
対
し
、
支
配
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
に
よ
り
公
正
な
払
込
金
額
を
算
定
す
る
場
合
に
は
、
非
流
動
性
デ
ィ

ス
カ
ウ
ン
ト
を
考
慮
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

八　

少
数
株
主
を
締
め
出
す
た
め
の
第
三
者
割
当

　

平
成
二
六
年
会
社
法
改
正
に
よ
り
、
少
数
株
主
の
締
出
し
の
た
め
の
手
法
と
し
て
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
を
利
用
し
た
手
法
、
株

式
併
合
を
利
用
し
た
手
法
が
そ
れ
ぞ
れ
整
備
さ
れ
る
と
と
も
に
、
特
別
支
配
株
主
の
株
式
等
売
渡
請
求
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
全
部
取
得

条
項
付
種
類
株
式
又
は
株
式
併
合
を
利
用
し
て
少
数
株
主
を
締
め
出
す
た
め
に
は
、
株
主
総
会
の
特
別
決
議
を
要
し
（
会
社
法
三
〇
九
条

二
項
、
一
七
一
条
一
項
、
四
六
六
条
、
一
八
〇
条
二
項
）、
特
別
支
配
株
主
の
株
式
等
売
渡
請
求
制
度
に
よ
り
少
数
株
主
を
締
め
出
す
た
め
に
は
、

発
行
済
株
式
総
数
の
九
〇
％
を
支
配
す
る
必
要
が
あ
る
（
同
法
一
七
九
条
一
項
）。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
要
件
を
満
た
す
た
め
に
、
第
三

者
割
当
に
よ
り
持
分
比
率
を
増
加
さ
せ
る
可
能
性
が
想
定
さ
れ
）
71
（
る
。
会
社
法
上
、
こ
の
よ
う
な
第
三
者
割
当
や
少
数
株
主
の
締
出
し
が
認

め
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
議
論
と
な
り
得
）
72
（

る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
公
正
な
払
込
金
額
を
検
討
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
第
三

者
割
当
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
株
式
価
値
の
算
定
に
つ
い
て
の
み
検
討
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

　

ま
ず
、
前
述
四
㈢
の
よ
う
に
、
支
配
株
主
が
持
株
比
率
を
増
や
す
た
め
に
第
三
者
割
当
の
引
受
け
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
少
数
株

主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
を
払
込
金
額
と
し
た
と
き
で
あ
っ
て
も
、
少
数
株
主
の
締
出
し
を
予
定
し
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
既
存
の
少
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数
株
主
に
は
何
ら
損
害
が
生
じ
て
い
な
い
た
め
、
有
利
発
行
に
該
当
し
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
少
数
株
主
を
締
め
出

す
こ
と
を
前
提
と
し
て
第
三
者
割
当
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
締
出
し
の
段
階
で
、
取
得
価
格
決
定
の
申
立
て
（
会
社
法
一
七
二
条
）、

反
対
株
主
の
株
式
買
取
請
求
（
同
法
一
八
二
条
の
四
、
同
条
の
五
）、
売
買
価
格
決
定
の
申
立
て
（
同
法
一
七
九
条
の
八
）
が
そ
れ
ぞ
れ
認
め
ら

れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
平
成
二
六
年
改
正
前
会
社
法
に
お
け
る
取
得
価
格
決
定
の
申
立
て
の
事
件
で
は
、
客
観
的
価
値
に
増
加
価
値
分
配
価
格
を
加

算
し
た
金
額
を
公
正
な
価
格
と
し
て
い
）
73
（
る
。
そ
の
た
め
、
非
上
場
会
社
の
少
数
株
主
の
締
出
し
で
は
、
少
数
株
主
を
締
め
出
す
前
の
株
式

価
値
と
少
数
株
主
を
締
め
出
し
た
後
の
株
式
価
値
の
差
額
を
「
少
数
株
主
の
締
出
し
に
よ
っ
て
増
大
が
期
待
さ
れ
る
価
値
」
と
し
た
う
え

で
、
そ
の
う
ち
、
少
数
株
主
が
享
受
し
て
然
る
べ
き
部
分
を
「
増
加
価
値
分
配
価
格
」
と
し
て
「
客
観
的
価
値
」
に
加
算
す
べ
き
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
）
74
（

る
。
そ
し
て
、
非
上
場
会
社
の
少
数
株
主
の
締
出
し
で
は
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
・
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
を
行
う
べ
き
で
は
な
く
、

支
配
株
主
と
し
て
の
株
式
価
値
に
よ
り
評
価
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
）
75
（
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
第
三
者
割
当
を
行
っ
た
後
に
少
数
株
主
の
締
出
し
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
取
得
価
格
決
定
の
申
立
て
等
が
行
わ

れ
た
と
き
は
、
支
配
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
を
公
正
な
価
格
と
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
少
数
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
に
よ

り
第
三
者
割
当
が
行
わ
れ
て
し
ま
う
と
、
少
数
株
主
の
締
出
し
の
段
階
で
は
、
支
配
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
が
減
少
し
て
い
る
と
い

う
問
題
が
生
じ
る
。
こ
れ
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
第
三
者
割
当
と
少
数
株
主
の
締
出
し
が
一
連
の
取
引
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
第

三
者
割
当
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
仮
定
し
て
公
正
な
価
格
を
決
定
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
）
76
（

る
。

　

さ
ら
に
、
第
三
者
割
当
の
時
点
で
、
少
数
株
主
の
締
出
し
ま
で
予
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
第
三
者
割
当
に
よ
り
一
株
当
た
り
の
支

配
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
が
減
少
す
る
こ
と
か
ら
、
少
数
株
主
の
締
出
し
に
よ
り
交
付
を
受
け
る
金
銭
が
減
少
す
る
た
め
、
少
数
株

主
で
あ
っ
て
も
損
害
を
受
け
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
の
た
め
、
少
数
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
を
払
込
金
額
と
す
る
こ
と
は
有
利
発
行

に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
有
利
発
行
の
手
続
き
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
少
数
株
主
で
あ
っ
て
も
、
第
三
者
に
対
す
る
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取
締
役
の
責
任
、
通
謀
引
受
人
の
責
任
を
そ
れ
ぞ
れ
追
及
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
）
77
（
る
。

九　

む
す
び

　

本
稿
で
は
、
直
接
損
害
説
が
正
当
だ
と
し
た
う
え
で
、
公
正
な
払
込
金
額
の
検
討
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
第
三
者
割
当
後
に
、
引
受

人
が
支
配
株
主
に
な
る
の
か
、
少
数
株
主
の
ま
ま
で
あ
る
の
か
で
は
な
く
、
第
三
者
割
当
前
に
、
既
存
株
主
が
支
配
株
主
で
あ
っ
た
の
か
、

少
数
株
主
で
あ
っ
た
の
か
に
よ
り
公
正
な
払
込
金
額
を
算
定
す
べ
き
で
あ
る
と
結
論
づ
け
た
。

　

そ
の
結
果
、
具
体
的
な
公
正
な
払
込
金
額
の
算
定
に
お
い
て
も
、
既
存
株
主
に
損
害
が
生
じ
た
か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
を
行
う

べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
例
え
ば
、
資
本
提
携
又
は
Ｍ
＆
Ａ
を
目
的
と
し
た
第
三
者
割
当
で
は
、
第
三
者
割
当
を
行
わ
な
い
単
な
る
業
務
提

携
と
の
比
較
を
行
い
、
既
存
株
主
に
損
害
が
生
じ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
、
有
利
発
行
に
該
当
す
る
と
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。

　

今
後
の
裁
判
例
に
注
目
し
つ
つ
、
さ
ら
に
研
究
を
重
ね
た
い
。

（
1
）  

会
社
法
二
条
五
号
に
規
定
す
る
公
開
会
社
に
該
当
し
な
い
株
式
会
社
を
い
う
。

（
2
）  

吉
本
健
一
「
第
一
九
九
条
」
神
田
秀
樹
編
『
会
社
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
5

―
株
式
（
3
）』
一
四
頁
（
商
事
法
務
、
平
成
二
五
年
）、
山
神
理

「
第
一
九
九
条
〜
第
二
〇
二
条
」
江
頭
憲
治
郎
ほ
か
編
『
論
点
体
系
会
社
法
2

―
株
式
会
社
Ⅱ
』
一
一
三
頁
（
第
一
法
規
、
平
成
二
四
年
）。

（
3
）  

最
小
二
判
昭
和
四
〇
年
一
〇
月
八
日
民
集
一
九
巻
七
号
一
七
四
五
頁
、
最
小
二
判
昭
和
四
六
年
七
月
一
六
日
判
例
時
報
六
四
一
号
九
七
頁
。
な

お
、
江
頭
憲
治
郎
『
株
式
会
社
法
』
七
六
九
頁
注
（
2
）（
有
斐
閣
、
第
六
版
、
平
成
二
七
年
）
で
は
、
現
行
会
社
法
下
で
は
、
従
前
の
有
限
会

社
の
規
律
に
近
い
閉
鎖
型
の
タ
イ
プ
の
株
式
会
社
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
判
例
の
射
程
は
及
ば
ず
、
無
効
原
因
を
限
定
的
に
解
す
る
必
要
が
な

い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
4
）  

日
本
公
認
会
計
士
協
会
『
企
業
価
値
評
価
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
改
訂
版
）』
三
九
頁
（
日
本
公
認
会
計
士
協
会
出
版
局
、
平
成
二
五
年
）。
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（
5
）  

安
達
和
人
『
ビ
ジ
ネ
ス
バ
リ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
』
一
六
七
―
一
六
八
頁
（
中
央
経
済
社
、
平
成
二
三
年
）、
日
本
公
認
会
計
士
協
会
「
株
式
等
鑑

定
評
価
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
そ
の
2
）」
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ｐ
Ａ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
四
六
三
号
一
〇
七
―
一
〇
八
頁
（
平
成
六
年
）。

（
6
）  

安
達
前
掲
注
（
5
）
二
七
六
頁
、
谷
山
邦
彦
『
バ
リ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
理
論
と
応
用
』
三
三
一
―
三
三
二
頁
（
中
央
経
済
社
、
平
成
二
二
年
）。

（
7
）  
江
頭
憲
治
郎
「
判
批
」
江
頭
憲
治
郎
ほ
か
編
『
会
社
法
判
例
百
選
』
四
五
頁
（
有
斐
閣
、
第
二
版
、
平
成
二
三
年
）
で
は
、
支
配
株
主
に
と
っ

て
の
株
式
価
値
と
少
数
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
に
違
い
が
生
じ
る
理
由
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
フ
リ
ー
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
全
額
を
取

得
で
き
る
可
能
性
の
有
無
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
8
）  

高
橋
義
雄
「
支
配
株
主
と
少
数
株
主
」
日
本
公
認
会
計
士
協
会
編
『
株
式
等
鑑
定
評
価
マ
ニ
ュ
ア
ル
Ｑ
＆
Ａ
』
四
七
頁
（
商
事
法
務
研
究
会
、

平
成
七
年
）
で
は
、
持
株
割
合
が
発
行
済
株
式
総
数
の
二
分
の
一
を
超
え
る
株
主
を
支
配
株
主
、
そ
れ
以
外
を
少
数
株
主
と
し
な
が
ら
も
、
中
間

的
性
格
の
株
主
が
存
在
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
9
）  

裁
判
例
で
も
、
少
数
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
を
配
当
期
待
権
と
す
る
も
の
が
あ
る
（
大
阪
地
判
昭
和
四
七
年
四
月
一
九
日
判
例
時
報
六
九

一
号
七
四
頁
、
大
阪
地
判
昭
和
四
八
年
一
一
月
二
九
日
判
例
時
報
七
三
一
号
八
五
頁
、
東
京
地
判
平
成
六
年
三
月
二
八
日
判
例
時
報
一
四
九
六
号

一
二
三
頁
）。

（
10
）  

最
三
小
判
昭
和
五
〇
年
四
月
八
日
民
集
二
九
巻
四
号
三
五
〇
頁
。

（
11
）  

小
林
敏
明
「
第
二
一
二
条
」
江
頭
ほ
か
前
掲
注
（
2
）
一
五
〇
―
一
五
一
頁
、
吉
本
前
掲
注
（
2
）
一
六
―
一
七
頁
。

（
12
）  

小
出
一
郎
「
第
一
四
四
条
」
江
頭
憲
治
郎
ほ
か
編
『
論
点
体
系
会
社
法
1

―
総
則
、
株
式
会
社
Ⅰ
』
四
八
〇
頁
（
第
一
法
規
、
平
成
二
四

年
）
で
は
、「
近
時
の
裁
判
例
で
は
、
売
手
の
立
場
と
買
手
の
立
場
を
区
分
し
て
議
論
し
、
複
数
の
評
価
手
法
を
採
用
す
る
こ
と
を
根
拠
づ
け
よ

う
と
す
る
も
の
が
散
見
さ
れ
る
。」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
13
）  

東
京
高
決
平
成
二
〇
年
四
月
四
日
金
融
・
商
事
判
例
一
二
九
五
号
四
九
頁
、
福
岡
高
決
平
成
二
一
年
五
月
一
五
日
金
融
・
商
事
判
例
一
三
二
〇

号
二
〇
頁
。

（
14
）  

大
阪
高
決
平
成
元
年
三
月
二
八
日
判
例
時
報
一
三
二
四
号
一
四
〇
頁
、
大
阪
地
決
平
成
二
七
年
七
月
一
六
日
金
融
・
商
事
判
例
一
四
七
八
号
二

六
頁
。

（
15
）  

広
島
地
決
平
成
二
一
年
四
月
二
二
日
金
融
・
商
事
判
例
一
三
二
〇
号
四
九
頁
、
札
幌
高
決
平
成
一
七
年
四
月
二
六
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
二
一
六

号
二
七
二
頁
。

（
16
）  

東
京
地
方
裁
判
所
商
事
研
究
会
『
類
型
別
会
社
訴
訟
Ⅱ
』
五
七
六
頁
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
、
第
三
版
、
平
成
二
三
年
）、
金
子
勲
「
非
公
開
株
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式
の
評
価
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
八
一
四
号
七
五
頁
（
平
成
五
年
）。

（
17
）  

佐
賀
地
判
昭
和
五
一
年
四
月
三
〇
日
判
例
時
報
八
二
七
号
一
〇
七
頁
、
東
京
地
決
昭
和
五
六
年
六
月
一
二
日
判
例
時
報
一
〇
二
三
号
一
一
六
頁
、

京
都
地
判
平
成
四
年
八
月
五
日
判
例
時
報
一
四
四
〇
号
一
二
九
頁
、
大
阪
高
決
平
成
一
一
年
六
月
一
七
日
判
例
時
報
一
七
一
七
号
一
四
四
頁
。

（
18
）  
前
掲
注
（
9
）
参
照
。

（
19
）  
最
近
の
裁
判
例
と
し
て
、「
客
観
的
資
料
に
基
づ
く
一
応
合
理
的
な
算
定
方
法
に
よ
っ
て
発
行
価
額
が
決
定
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
場
合
に
は
、

そ
の
発
行
価
額
は
、
特
別
の
事
情
の
な
い
限
り
、『
特
ニ
有
利
ナ
ル
発
行
価
額
』
に
は
当
た
ら
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」
と
判
示
さ
れ

た
も
の
が
公
表
さ
れ
て
い
る
（
最
一
小
判
平
成
二
七
年
二
月
一
九
日
民
集
六
九
巻
一
号
五
一
頁
）。
本
判
決
に
対
し
て
は
、
取
締
役
の
過
失
が
否

定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
取
締
役
の
損
害
賠
償
責
任
も
否
定
さ
れ
、
そ
の
事
実
に
よ
り
、
通
謀
引
受
人
の
責
任
に
対
し
て
も
通
謀
の
事
実
が
否
定
さ

れ
る
こ
と
か
ら
、
有
利
発
行
に
該
当
す
る
か
否
か
を
論
じ
る
必
要
は
な
か
っ
た
と
い
う
批
判
が
あ
る
（
鳥
山
恭
一
「
判
批
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
七
二

五
号
一
一
九
頁
（
平
成
二
七
年
）、
久
保
田
安
彦
「
判
批
」
商
事
法
務
二
〇
七
一
号
二
三
―
二
四
頁
（
平
成
二
七
年
）、
黒
沼
悦
郎
「
判
批
」
金

融
・
商
事
判
例
一
四
七
一
号
一
五
―
一
六
頁
（
平
成
二
七
年
））。

（
20
）  

河
本
一
郎
「
商
法
二
六
六
条
ノ
三
第
一
項
の
『
第
三
者
』
と
株
主
」
加
藤
勝
郎
ほ
か
編
『
商
法
学
に
お
け
る
論
争
と
省
察

―
服
部
栄
三
先
生

古
稀
記
念
』
二
五
四
頁
（
商
事
法
務
、
平
成
二
年
）、
青
竹
正
一
「
新
株
の
不
公
正
発
行
と
取
締
役
の
損
害
賠
償
責
任
（
下
）」
判
例
タ
イ
ム
ズ
九

九
八
号
七
九
―
八
〇
頁
（
平
成
一
一
年
）、
今
井
宏
「
判
批
」
竹
内
昭
夫
編
『
新
証
券
・
商
品
取
引
判
例
百
選
』
四
〇
―
四
一
頁
（
有
斐
閣
、
昭

和
六
三
年
）、
福
島
洋
尚
「
新
株
の
有
利
発
行
と
取
締
役
の
責
任
」
南
山
法
学
二
二
巻
一
号
三
三
―
三
四
頁
（
平
成
一
〇
年
）、
龍
田
節
「
判
批
」

商
事
法
務
一
四
二
五
号
三
七
―
三
八
頁
（
平
成
八
年
）、
北
川
徹
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
四
五
号
二
一
〇
頁
（
平
成
一
五
年
）。

（
21
）  

吉
本
健
一
『
新
株
発
行
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
法
規
制
』
三
三
五
―
三
四
〇
頁
（
平
成
一
九
年
、
中
央
経
済
社
）、
杉
田
貴
洋
「
新
株
の
有
利
発
行

と
会
社
の
損
害
」
法
学
政
治
学
論
究
四
二
号
四
三
〇
―
四
三
二
頁
（
平
成
一
一
年
）。

（
22
）  

李
艶
紅
「
判
批
」
早
稲
田
法
学
八
九
巻
四
号
二
〇
六
頁
（
平
成
二
六
年
）
は
、
会
社
法
四
二
九
条
に
よ
り
第
三
者
責
任
を
追
及
し
た
裁
判
例
が

ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
公
刊
さ
れ
た
裁
判
例
に
お
い
て
、
同
法
四
二
三
条
に
よ
り
会
社
に
対
す
る
責
任
を
追
及
し
た
事
件
は
二
件
（
東
京
地
判
平
成

一
二
年
七
月
二
七
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
〇
五
六
号
二
四
六
頁
、
東
京
高
判
平
成
二
五
年
一
月
三
〇
日
民
集
六
九
巻
一
号
一
二
七
頁
）
の
み
で
あ
る

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
杉
田
貴
洋
「
新
株
の
有
利
発
行
（
有
利
募
集
）
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
関
す
る
総
合
的
判

例
研
究
」
尚
美
学
園
大
学
総
合
政
策
研
究
紀
要
一
一
号
八
〇
頁
（
平
成
一
八
年
）
は
、
第
三
者
責
任
を
認
め
た
裁
判
例
で
あ
っ
て
も
、
間
接
損
害

説
に
よ
っ
て
理
論
構
成
が
行
わ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
裁
判
例
の
傾
向
と
し
て
は
、
間
接
損
害
説
で
あ
っ
て
も
会
社
法
四
二
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九
条
を
適
用
す
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。
こ
れ
に
対
し
、
間
接
損
害
説
の
立
場
か
ら
同
条
の
適
用
を
否
定
す
る
立
場

と
し
て
、
河
本
前
掲
注
（
20
）
二
五
四
頁
参
照
。

（
23
）  

吉
本
前
掲
注
（
21
）
三
四
二
―
三
四
三
頁
。

（
24
）  
前
掲
注
（
22
）
参
照
。

（
25
）  
Ｄ
Ｃ
Ｆ
法
が
支
配
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
を
算
定
す
る
た
め
の
評
価
方
法
と
し
て
最
も
理
論
的
な
評
価
方
法
で
あ
る
と
す
る
も
の
と
し
て
、

伊
藤
達
哉
「
取
引
相
場
の
な
い
株
式
の
評
価
方
法
選
択
の
あ
り
方
」
商
事
法
務
一
八
九
二
号
四
一
頁
（
平
成
二
二
年
）、
佐
藤
信
祐
「
譲
渡
制
限

株
式
の
売
買
価
格
」
法
学
政
治
学
論
究
一
〇
九
号
二
〇
―
二
一
頁
（
平
成
二
八
年
）、
広
島
地
決
平
成
二
一
年
四
月
二
二
日
前
掲
注
（
15
）
参
照
。

（
26
）  

Ｋ
Ｐ
Ｍ
Ｇ 
Ｆ
Ａ
Ｓ
『
図
解
で
わ
か
る
企
業
価
値
評
価
の
す
べ
て
』
一
四
九
―
一
五
〇
頁
（
日
本
実
業
出
版
社
、
平
成
二
三
年
）、
谷
山
前
掲
注

（
6
）
三
三
四
頁
。

（
27
）  

田
中
亘
「
募
集
株
式
の
有
利
発
行
と
取
締
役
の
責
任
」
新
堂
幸
司
ほ
か
編
『
会
社
法
と
商
事
法
務
』
一
五
四
―
一
五
七
頁
（
商
事
法
務
、
平
成

二
〇
年
）。

（
28
）  

杉
田
前
掲
注
（
21
）
四
三
一
頁
。

（
29
）  

吉
本
前
掲
注
（
21
）
三
三
七
―
三
四
〇
頁
、
杉
田
前
掲
注
（
21
）
四
三
〇
頁
。

（
30
）  

福
島
前
掲
注
（
20
）
三
三
―
三
四
頁
。

（
31
）  

伊
藤
靖
史
「
判
批
」
商
事
法
務
一
七
〇
三
号
四
四
頁
（
平
成
一
六
年
）、
田
中
前
掲
注
（
27
）
一
九
二
―
一
九
三
頁
。

（
32
）  

田
中
前
掲
注
（
27
）
一
七
八
―
一
七
九
頁
。
な
お
、
間
接
損
害
説
を
採
用
す
る
立
場
か
ら
も
、
支
配
権
争
い
局
面
の
う
ち
、
一
定
の
場
合
に
は
、

既
存
株
主
か
ら
の
直
接
請
求
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
（
福
島
前
掲
注
（
20
）
三
五
頁
、
龍
田
前
掲
注
（
20
）
三
八
頁
）。

（
33
）  

田
中
前
掲
注
（
27
）
一
九
四
―
一
九
五
頁
。

（
34
）  

田
中
前
掲
注
（
27
）
一
九
二
―
一
九
八
頁
。

（
35
）  

田
中
前
掲
注
（
27
）
一
八
〇
―
一
八
一
頁
で
は
、
業
務
提
携
や
Ｍ
＆
Ａ
を
目
的
と
し
た
第
三
者
割
当
を
想
定
し
た
う
え
で
取
締
役
の
な
す
べ
き

行
為
に
つ
き
、
前
者
の
場
合
が
あ
り
得
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
業
務
提
携
や
Ｍ
＆
Ａ
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
資
金
調
達
目
的
が
乏
し
い
こ
と
か

ら
、
発
行
会
社
に
は
損
害
が
生
じ
て
お
ら
ず
、
既
存
株
主
の
損
害
と
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
36
）  

田
中
前
掲
注
（
27
）
一
七
五
頁
で
も
、
そ
の
事
実
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
同
様
の
指
摘
を
す
る
も
の
と
し
て
、
神
田
秀
樹
・
藤
田
友

敬
「
株
式
会
社
法
の
特
質
、
多
様
性
、
変
化
」
三
輪
芳
郎
ほ
か
編
『
会
社
法
の
経
済
学
』
四
七
二
頁
注
（
43
）（
東
京
大
学
出
版
会
、
平
成
一
〇
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年
）、
福
島
前
掲
注
（
20
）
三
三
―
三
四
頁
、
北
川
前
掲
注
（
20
）
二
一
〇
頁
参
照
。

（
37
）  

伊
藤
（
靖
）
前
掲
注
（
31
）
四
五
頁
。

（
38
）  

杉
田
前
掲
注
（
21
）
四
四
二
頁
。

（
39
）  
神
田
秀
樹
『
会
社
法
』
一
四
三
―
一
四
四
頁
（
弘
文
堂
、
第
一
八
版
、
平
成
二
八
年
）、
吉
本
前
掲
注
（
2
）
一
四
頁
、
森
本
滋
「
第
二
八
〇

条
の
二
」
上
柳
克
郎
ほ
か
編
『
新
版
注
釈
会
社
法
（
7
）
新
株
の
発
行
』
二
九
頁
（
有
斐
閣
、
昭
和
六
二
年
）。

（
40
）  
発
行
会
社
に
損
害
が
生
じ
た
と
も
、
既
存
株
主
に
損
害
が
生
じ
た
と
も
断
定
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
と
す
る
考
え
方
を
採
用
す
れ
ば
、
第
三
者

割
当
後
に
引
受
人
が
支
配
株
主
に
な
る
場
合
に
は
、
支
配
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
で
資
金
調
達
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
支
配
株
主
に
と
っ
て

の
株
式
価
値
に
満
た
な
い
金
額
を
払
込
金
額
と
し
た
と
き
は
、
発
行
会
社
に
損
害
が
生
じ
る
。
そ
の
た
め
、
支
配
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
を

公
正
な
払
込
金
額
と
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
既
存
株
主
に
支
配
株
主
が
存
在
す
る
場
合
に
お
い
て
、
支
配
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値

に
満
た
な
い
金
額
を
払
込
金
額
と
し
た
と
き
は
、
当
該
支
配
株
主
に
損
害
が
生
じ
る
。
そ
の
た
め
、
引
受
人
が
少
数
株
主
で
あ
っ
て
も
支
配
株
主

に
と
っ
て
の
株
式
価
値
を
公
正
な
払
込
金
額
と
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
少
数
株
主
し
か
存
在
し
な
い
よ
う
な
会
社
を
除
き
、
支
配
株
主

に
と
っ
て
の
株
式
価
値
が
公
正
な
払
込
金
額
と
な
る
。

（
41
）  

こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
間
接
損
害
説
に
よ
り
支
配
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
で
評
価
を
行
う
余
地
が
あ
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
。
前
述
の

よ
う
に
、
少
数
株
主
と
発
行
会
社
と
の
間
の
交
渉
で
は
、
少
数
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
で
払
込
金
額
を
算
定
す
る
こ
と
が
落
と
し
所
と
な
る
。

そ
の
た
め
、
少
数
株
主
を
引
受
人
と
し
た
こ
と
が
問
題
で
あ
り
、
支
配
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
に
相
当
す
る
払
込
み
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

引
受
人
を
見
つ
け
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
し
な
い
と
、
支
配
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
を
公
正
な
払
込
金
額
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
に

対
し
、
前
掲
注
（
9
）
の
裁
判
例
で
は
こ
の
よ
う
な
理
論
構
成
が
採
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
少
数
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
を
公
正
な
払
込
金
額

で
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
42
）  

江
頭
前
掲
注
（
3
）
七
三
四
頁
注
（
7
）
で
は
、
有
利
発
行
が
必
要
な
理
由
の
例
示
と
し
て
、「
従
業
員
に
勤
務
上
の
刺
激
を
与
え
る
た
め
」

「
企
業
提
携
を
行
う
た
め
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
実
務
家
の
立
場
か
ら
も
、
少
数
株
主
に
対
す
る
第
三
者
割
当
に
お
い
て
、
財
産
評
価

基
本
通
達
に
定
め
の
あ
る
配
当
還
元
法
を
利
用
す
る
こ
と
は
、
贈
与
税
の
観
点
か
ら
は
問
題
が
な
い
も
の
の
、
会
社
法
上
は
、
有
利
発
行
に
該
当

す
る
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
牧
口
晴
一
・
齋
藤
孝
一
『
事
業
承
継
に
活
か
す
従
業
員
持
株
会
の
法
務
・
税
務
』
六
八
―
七
一
頁
（
中
央
経
済

社
、
第
三
版
、
平
成
二
七
年
））。

（
43
）  

た
だ
し
、
第
三
者
割
当
を
行
っ
た
後
に
解
散
を
行
う
よ
う
な
極
端
な
事
案
で
は
、
少
数
株
主
が
受
け
取
る
清
算
分
配
金
は
支
配
株
主
と
変
わ
ら
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な
い
。
そ
の
結
果
、
少
数
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
で
第
三
者
割
当
が
行
わ
れ
て
し
ま
う
と
、
既
存
の
少
数
株
主
に
対
す
る
清
算
分
配
金
が
減

少
す
る
結
果
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
少
数
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
で
第
三
者
割
当
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
既
存
の
少
数
株
主
に
損
害

が
生
じ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
き
は
、
支
配
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
を
公
正
な
払
込
金
額
と
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
44
）  
関
俊
彦
『
株
式
評
価
論
』
三
二
四
―
三
二
五
頁
（
商
事
法
務
、
昭
和
五
八
年
）
で
は
、
当
時
の
商
法
二
八
〇
条
の
二
第
二
項
が
「
株
主
以
外
ノ

者
ニ
対
シ
特
ニ
有
利
ナ
ル
発
行
価
額
ヲ
以
テ
」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
既
存
株
主
の
持
株
価
値
の
希
薄
化
で
は
な
く
、
む
し

ろ
、
引
受
人
を
有
利
に
扱
う
か
否
か
の
問
題
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。
こ
の
主
張
が
な
さ
れ
た
の
は
、
当
時
、
直
接
損
害
説
が
主
張
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
も
ひ
と
つ
の
理
由
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。

（
45
）  

吉
本
健
一
「
第
二
〇
二
条
」
神
田
前
掲
注
（
2
）
三
六
頁
。

（
46
）  

引
受
人
が
少
数
株
主
で
あ
る
場
合
に
は
、
少
数
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
価
値
が
引
受
人
に
と
っ
て
の
価
値
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
不
公
正
な
払
込

金
額
に
該
当
す
る
と
い
う
認
識
が
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、「
通
謀
」
と
い
う
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、

通
謀
引
受
人
の
責
任
を
追
及
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
47
）  

東
京
地
方
裁
判
所
商
事
研
究
会
前
掲
注
（
16
）
五
六
六
頁
、
山
口
和
男
『
会
社
訴
訟
非
訟
の
実
務
』
六
六
九
頁
（
新
日
本
法
規
出
版
、
改
訂
版
、

平
成
一
六
年
）。

（
48
）  

近
藤
弘
二
「
第
二
八
〇
条
の
一
一
」
上
柳
ほ
か
前
掲
注
（
39
）
三
〇
九
頁
。

（
49
）  

森
本
前
掲
注
（
39
）
六
八
頁
。

（
50
）  

河
合
伸
一
（
発
言
）
河
合
伸
一
ほ
か
著
『
第
三
者
割
当
増
資

―
企
業
金
融
と
商
法
改
正
2
』
一
八
頁
（
有
斐
閣
、
平
成
三
年
）。
こ
れ
に
対

し
、
事
前
と
事
後
と
で
基
準
を
使
い
分
け
る
こ
と
を
認
め
れ
ば
、
事
前
の
問
題
に
つ
い
て
も
遵
守
さ
れ
な
く
な
る
と
い
う
批
判
が
あ
る
（
杉
田
貴

洋
「
判
批
」
法
学
研
究
八
七
巻
一
一
号
五
三
頁
（
平
成
二
六
年
））。

（
51
）  

佐
賀
地
判
昭
和
五
一
年
四
月
三
〇
日
前
掲
注
（
17
）
は
、
企
業
提
携
の
方
法
と
し
て
募
集
株
式
の
発
行
が
な
さ
れ
た
事
案
で
あ
り
、
純
資
産
価

額
方
式
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
八
七
一
円
八
一
銭
、
九
七
九
円
六
四
銭
よ
り
も
安
い
五
八
〇
円
の
発
行
価
額
で
も
有
利
発
行
に
該
当
し
な
い
と
判
示

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
大
幅
な
引
下
げ
を
し
て
ま
で
資
本
提
携
を
行
う
必
要
が
あ
っ
た
か
否
か
は
有
利
発
行
の
手
続
き
に
よ
る
べ

き
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
52
）  

た
だ
し
、
払
込
金
額
が
不
公
正
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
点
と
、
不
公
正
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
き
、
取
締
役
と
引
受
人
と
の
間
に
通
謀
が

あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
点
は
、
分
け
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
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（
53
）  

東
京
地
判
昭
和
五
二
年
八
月
三
〇
日
金
融
・
商
事
判
例
五
三
三
号
二
二
頁
。

（
54
）  

大
森
忠
夫
「
第
二
八
〇
条
の
二
」
大
森
忠
夫
ほ
か
編
『
注
釈
会
社
法
（
5
）』
五
二
頁
（
有
斐
閣
、
昭
和
四
三
年
）。

（
55
）  

東
京
地
方
裁
判
所
商
事
研
究
会
前
掲
注
（
16
）
五
七
四
頁
。

（
56
）  
鈴
木
一
攻
「
Ｍ
＆
Ａ
取
引
と
し
て
の
第
三
者
割
当
増
資
」
Ｍ
＆
Ａ
と
資
本
市
場
研
究
会
報
告
書
『
Ｍ
＆
Ａ
時
代
の
フ
ァ
ン
ド
と
株
主
利
益
』
一

四
一
―
一
五
四
頁
（
日
本
経
済
研
究
セ
ン
タ
ー
、
平
成
二
〇
年
）。

（
57
）  
瀬
戸
英
雄
「
募
集
株
式
の
発
行
等
」
江
頭
憲
治
郎
ほ
か
編
『
会
社
法
大
系
2
』
二
三
三
頁
（
青
森
書
院
、
平
成
二
〇
年
）、
吉
本
前
掲
注

（
2
）
一
六
頁
。

（
58
）  

こ
の
ほ
か
、
上
場
会
社
を
想
定
し
た
う
え
で
、
公
募
で
は
、
募
集
株
式
の
消
化
可
能
性
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
第
三
者
割
当
で
は
、

会
社
と
引
受
人
と
の
相
対
交
渉
で
引
受
契
約
の
内
容
が
決
ま
る
こ
と
か
ら
、
募
集
株
式
の
消
化
可
能
性
を
考
慮
し
て
で
も
第
三
者
割
当
を
行
う
か

ど
う
か
は
、
株
主
総
会
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る
（
吉
本
前
掲
注
（
2
）
一
六
頁
）。

（
59
）  

杉
田
貴
洋
「
募
集
株
式
の
発
行
等
に
お
け
る
公
正
な
払
込
金
額
」
法
学
研
究
七
八
巻
九
号
五
―
七
頁
（
平
成
一
七
年
）
で
は
、
消
化
可
能
性
に

よ
り
引
下
げ
を
認
め
る
学
説
と
認
め
な
い
学
説
の
両
方
を
紹
介
し
、「
い
ず
れ
の
立
場
に
よ
っ
て
も
、
払
込
金
額
決
定
日
か
ら
、
効
力
発
生
日

（
平
成
一
七
年
改
正
前
商
法
二
八
〇
条
の
九
第
一
項
参
照
）
な
い
し
払
込
期
日
ま
で
に
間
が
あ
る
場
合
、
そ
の
間
の
価
格
変
動
を
考
慮
し
て
、
若

干
の
割
引
が
な
さ
れ
る
必
要
性
は
認
め
ら
れ
て
い
る
。」
と
し
た
う
え
で
、
平
成
一
三
年
商
法
改
正
以
降
は
、
市
場
性
の
あ
る
株
式
に
つ
い
て
の

発
行
価
額
の
公
告
・
通
知
は
、
決
定
方
法
を
示
せ
ば
よ
い
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
払
込
金
額
決
定
日
か
ら
効
力
発
生
日
ま
で
の
間
隔
に
よ
る
引
下

げ
の
問
題
は
以
前
に
比
べ
て
小
さ
く
な
っ
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
吉
本
前
掲
注
（
2
）
一
八
頁
で
は
、「
株
価
の
急
激
な
変
動

に
よ
る
不
安
定
性
を
除
去
す
る
た
め
に
、
一
定
期
間
の
平
均
値
を
考
慮
す
る
こ
と
に
合
理
性
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
一
〇
パ
ー
セ

ン
ト
も
の
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
を
認
め
る
合
理
性
は
疑
わ
し
い
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
60
）  

東
京
高
判
昭
和
四
八
年
七
月
二
七
日
判
例
時
報
七
一
五
号
一
〇
〇
頁
、
大
阪
地
決
昭
和
六
二
年
一
一
月
一
八
日
判
例
時
報
一
二
九
〇
号
一
四
四

頁
、
東
京
地
決
平
成
元
年
九
月
五
日
判
例
時
報
一
三
二
三
号
四
八
頁
、
大
阪
地
判
平
成
二
年
五
月
二
日
金
融
・
商
事
判
例
八
四
九
号
九
頁
、
大
阪

地
決
平
成
二
年
六
月
二
二
日
判
例
時
報
一
三
六
四
号
一
〇
〇
頁
。

（
61
）  

東
京
地
決
平
成
元
年
七
月
二
五
日
判
例
時
報
一
三
一
七
号
二
八
頁
、
東
京
地
決
平
成
一
六
年
六
月
一
日
判
例
時
報
一
八
七
三
号
一
五
九
頁
。
な

お
、
同
様
の
見
解
を
示
す
学
説
と
し
て
、
田
中
亘
「
判
批
」
江
頭
ほ
か
前
掲
注
（
7
）
五
三
頁
、
吉
本
前
掲
注
（
21
）
二
三
一
―
二
三
五
頁
、
松

中
学
「
市
場
価
格
が
高
騰
し
て
い
る
場
合
の
有
利
発
行
の
判
断
基
準
」
商
事
法
務
一
九
一
一
号
二
七
―
三
五
頁
（
平
成
二
二
年
）
が
あ
る
。



法学政治学論究　第110号（2016.9）

274

（
62
）  

鈴
木
一
攻
「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
プ
レ
ミ
ア
ム
に
関
す
る
考
察
」
証
券
ア
ナ
リ
ス
ト
ジ
ャ
ー
ナ
ル
二
〇
〇
五
年
七
月
号
七
一
頁
（
平
成
一
七
年
）

は
、
支
配
権
プ
レ
ミ
ア
ム
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
発
行
会
社
か
ら
支
配
株
主
に
も
た
ら
さ
れ
る
個
人
的
便
益
を
挙
げ
て
い
る
。

（
63
）  

江
頭
憲
治
郎
「
取
引
相
場
の
な
い
株
式
の
評
価
」『
会
社
法
の
基
本
問
題
』
一
六
七
頁
（
有
斐
閣
、
平
成
二
三
年
）。
な
お
、
江
頭
教
授
は
役
員

報
酬
に
対
す
る
期
待
か
ら
形
成
さ
れ
る
取
引
価
格
を
取
引
事
例
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
想
定
さ
れ
て
い
る
（
同
書
一
六
五
―
一

六
八
頁
）。
こ
れ
に
対
し
、
本
稿
で
は
、
役
員
報
酬
は
発
行
会
社
に
対
し
て
役
務
を
提
供
し
た
こ
と
に
よ
る
適
正
な
対
価
で
あ
り
、
取
引
価
格
に

含
ま
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。

（
64
）  

杉
田
前
掲
注
（
59
）
三
七
―
三
八
頁
。

（
65
）  

江
頭
憲
治
郎
『
結
合
企
業
法
の
立
法
と
解
釈
』
二
二
八
―
二
三
三
頁
（
有
斐
閣
、
平
成
七
年
）、
藤
田
友
敬
「
株
式
会
社
の
企
業
金
融
（
2
）」

法
学
教
室
二
六
五
号
七
七
―
七
九
頁
（
平
成
一
四
年
）。

（
66
）  

プ
ル
ー
タ
ス
・
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
『
企
業
価
値
評
価
の
実
務
Ｑ
＆
Ａ
』
一
九
六
―
一
九
八
頁
（
中
央
経
済
社
、
第
三
版
、
平
成
二
六
年
）。

（
67
）  

黒
川
行
治
「
企
業
結
合
に
関
す
る
の
れ
ん
の
会
計
の
論
点
」
會
計
一
六
五
巻
五
号
六
九
〇
頁
（
平
成
一
六
年
）、
小
山
泰
宏
『
Ｍ
＆
Ａ
企
業
評

価
』
七
八
―
七
九
頁
（
中
央
経
済
社
、
平
成
二
三
年
）、
林
宏
和
「
Ｍ
＆
Ａ
の
意
義
」
森
・
濱
田
松
本
法
律
事
務
所
編
『
Ｍ
＆
Ａ
法
大
系
』
一
七

頁
（
有
斐
閣
、
平
成
二
七
年
）。

（
68
）  

プ
ル
ー
タ
ス
・
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
前
掲
注
（
66
）
二
一
六
頁
。

（
69
）  

河
本
一
郎
・
濵
岡
峰
也
『
非
上
場
株
式
の
評
価
鑑
定
集
』
二
九
九
―
三
〇
〇
頁
（
成
文
堂
、
平
成
二
六
年
）
の
事
案
は
、
流
動
性
の
欠
如
を
理

由
と
し
て
資
本
還
元
率
を
引
き
上
げ
た
事
案
で
あ
る
。

（
70
）  

東
京
地
判
昭
和
五
六
年
六
月
一
二
日
判
例
時
報
一
〇
二
三
号
一
一
六
頁
、
東
京
地
判
平
成
四
年
九
月
一
日
判
例
時
報
一
四
六
三
号
一
五
四
頁
。

（
71
）  

三
笘
裕
ほ
か
「
株
式
等
売
渡
請
求
制
度
の
概
要
と
ト
ッ
プ
・
ア
ッ
プ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
活
用
可
能
性
」
旬
刊
経
理
情
報
一
三
二
八
号
二
九
―
三

一
頁
（
平
成
二
四
年
）、
石
綿
学
ほ
か
「
ト
ッ
プ
・
ア
ッ
プ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
法
的
枠
組
み
と
我
が
国
へ
の
導
入
可
能
性
（
上
）」
金
融
・
商
事
判

例
一
四
八
一
号
七
頁
（
平
成
二
八
年
）。

（
72
）  

具
体
的
に
は
、
募
集
株
式
の
発
行
等
が
著
し
く
不
公
正
な
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
る
場
合
に
該
当
す
る
可
能
性
が
あ
る
（
会
社
法
二
一
〇
条
二

号
）。
そ
し
て
、
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
又
は
株
式
併
合
を
利
用
し
て
少
数
株
主
が
締
め
出
さ
れ
る
場
合
に
は
、
特
別
利
害
関
係
者
に
よ
る

議
決
権
の
行
使
に
よ
り
著
し
く
不
当
な
決
議
が
な
さ
れ
た
と
し
て
株
主
総
会
決
議
の
取
消
し
の
訴
え
が
可
能
に
な
る
場
合
も
あ
り
得
る
（
会
社
法

八
三
一
条
一
項
三
号
、
三
笘
ほ
か
前
掲
注
（
71
）
三
一
頁
）。
さ
ら
に
、
特
別
支
配
株
主
の
株
式
等
売
渡
請
求
制
度
を
利
用
し
て
少
数
株
主
が
締
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め
出
さ
れ
る
場
合
も
、
特
別
支
配
株
主
に
よ
る
売
渡
株
式
等
の
取
得
の
無
効
の
訴
え
が
可
能
に
な
る
場
合
も
あ
り
得
る
（
会
社
法
八
四
六
条
の

二
）。

（
73
）  

最
三
小
決
平
成
二
一
年
五
月
二
九
日
金
融
・
商
事
判
例
一
三
二
六
号
三
五
頁
、
最
三
小
決
平
成
二
二
年
二
月
二
三
日
資
料
版
商
事
法
務
三
一
二

号
一
二
三
頁
、
東
京
高
決
平
成
二
二
年
一
〇
月
二
七
日
資
料
版
商
事
法
務
三
二
二
号
一
七
四
頁
。

（
74
）  
佐
藤
信
祐
「
非
上
場
会
社
の
少
数
株
主
の
締
出
し
に
お
け
る
公
正
な
価
格
」
法
学
政
治
学
論
究
一
〇
六
号
一
四
九
―
一
五
二
頁
（
平
成
二
七

年
）。

（
75
）  

佐
藤
前
掲
注
（
74
）
一
四
五
―
一
四
六
頁
。

（
76
）  

カ
ネ
ボ
ウ
事
件
（
東
京
地
決
平
成
二
一
年
一
〇
月
一
九
日
金
融
・
商
事
判
例
一
三
二
九
号
三
〇
頁
）
で
は
、
営
業
譲
渡
か
ら
二
年
六
か
月
も
経

過
し
た
後
の
吸
収
合
併
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
営
業
譲
渡
と
吸
収
合
併
の
一
連
性
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
本
事
件
で
は
、
営
業
譲
渡
の
時
点

で
反
対
株
主
の
株
式
買
取
請
求
（
平
成
一
七
年
改
正
前
産
業
活
力
再
生
特
別
措
置
法
一
二
条
の
三
第
三
項
、
平
成
一
七
年
改
正
前
商
法
二
四
五
条

の
三
、
同
条
の
五
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
も
、
一
連
性
を
否
定
す
る
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
募
集
株
式
の
発
行

等
で
は
、
反
対
株
主
の
株
式
買
取
請
求
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
少
数
株
主
に
優
位
に
解
釈
し
、
第
三
者
割
当
と
少
数
株
主
の
締
出
し

に
一
連
性
が
な
か
っ
た
と
い
う
反
証
が
な
い
限
り
、
一
連
の
取
引
と
し
て
取
り
扱
う
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
77
）  

上
場
会
社
と
異
な
り
、
開
示
の
少
な
い
非
上
場
会
社
で
は
、
締
出
し
が
行
わ
れ
て
か
ら
一
連
の
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
が
発
覚
す
る
可
能
性
が
高
い

と
思
わ
れ
る
た
め
、
差
止
請
求
の
議
論
が
生
じ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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佐
藤
　
信
祐
（
さ
と
う　

し
ん
す
け
）

所
属
・
現
職　

公
認
会
計
士
佐
藤
信
祐
事
務
所
所
長

　
　
　
　
　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

最
終
学
歴　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

所
属
学
会　
　

な
し

専
攻
領
域　
　

商
法

主
要
著
作　
　

 「
非
上
場
会
社
の
少
数
株
主
の
締
出
し
に
お
け
る
公
正
な
価
格
」『
法
学
政
治
学
論

究
』
第
一
〇
六
号
（
二
〇
一
五
年
）

　
　
　
　
　
　

 「
譲
渡
制
限
株
式
の
売
買
価
格
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
一
〇
九
号
（
二
〇
一
六

年
）


